
51

遣
明
船
と
南
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は
じ
め
に　
　
　
　
　
　
　
　

❶
南
海
路
を
め
ぐ
る
研
究
動
向　
　
　
　
　

❷
南
海
路
を
経
由
し
た
遣
明
船

お
わ
り
に

本
稿
は
、
日
本
と
明
朝
と
の
交
流
に
使
わ
れ
た
航
路
の
う
ち
、
南
海
路
を
考
察
対
象
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
日
明
航
路
は
、
東
シ
ナ
海
を
横
断
す
る
「
大
洋
路
」
と
「
南
島
路
」
が
あ
り
、
こ
れ
に
接

続
す
る
国
内
航
路
と
し
て
「
中
国
海
路
」
と
「
南
海
路
」
が
あ
る
。
南
海
路
は
、
南
九
州
か
ら
九
州

東
岸
を
北
上
し
、
豊
後
水
道
を
横
断
し
て
四
国
に
渡
り
、
土
佐
国
沿
岸
を
経
て
、
紀
伊
水
道
か
ら
畿

内
の
堺
へ
と
至
る
航
路
で
あ
り
、
一
六
世
紀
中
葉
に
日
本
に
来
航
し
た
鄭
舜
功
の
『
日
本
一
鑑
』
で

は
「
夷
海
右
道
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

南
海
路
は
、
一
五
世
紀
後
期
の
応
仁
度
遣
明
船
が
帰
路
に
使
用
し
て
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
が
、
実
際
は
遣
明
船
以
前
か
ら
の
利
用
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
瀬
戸
内
海
を
通
過

す
る
中
国
海
路
と
比
較
す
る
と
、
南
海
路
は
、
距
離
も
長
く
時
間
も
か
か
る
う
え
に
、
室
戸
岬
や
足

摺
岬
を
迂
回
し
、
太
平
洋
に
直
面
す
る
土
佐
湾
を
航
行
す
る
と
い
う
自
然
条
件
の
厳
し
さ
も
あ
っ
た

た
め
、
中
国
海
路
の
沿
線
が
不
安
定
化
し
た
場
合
や
、
政
治
的
な
背
景
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
利
用

さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
断
片
的
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
南
海
路
に
か
か
る

研
究
史
を
整
理
し
た
上
で
、
南
海
路
を
利
用
し
た
遣
明
船
に
つ
い
て
個
別
に
取
り
上
げ
、
南
海
路
の

港
町
と
の
関
係
等
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
を
し
た
。
対
象
と
す
る
遣
明
船
は
、
応
仁
度
船
、
文
明
八

年
度
船
、
同
一
五
年
度
船
、
明
応
度
船
、
永
正
度
船
、
大
永
度
船
、
天
文
一
三
年
度
船
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
南
海
路
、
遣
明
船
、
堺
、
細
川
氏
、
吸
江
庵
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は
じ
め
に

日
明
関
係
史
は
、
近
年
、
日
本
の
遣
明
船
に
か
か
る
研
究
を
網
羅
的
に
ま
と
め
た

成
果
が
出
さ
れ
た
た
め
、
現
段
階
に
お
け
る
研
究
の
到
達
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
〔
村
井
章
介
ほ
か
二
〇
一
五
〕。
こ
の
な
か
で
、
日
明
交
流
の
航

路
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
主
要
航
路
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
兵
庫
―
瀬
戸
内
海
―

赤
間
関
―
博
多
―
五
島
列
島
―
舟
山
群
島
―
寧
波
を
中
心
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

日
明
交
流
の
航
路
は
、
東
シ
ナ
海
を
横
断
す
る
国
外
航
路
と
、
畿
内
と
九
州
と
を

結
ぶ
国
内
航
路
と
が
接
続
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
東
シ
ナ
海
横
断
航
路
と

し
て
は
、
日
宋
貿
易
以
来
、
長
年
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
博
多
―
寧
波
（
杭

州
湾
）を
結
ぶ「
大
洋
路
」が
知
ら
れ
て
お
り
、日
明
交
流
段
階
の
様
相
に
つ
い
て
も
、

入
明
し
た
日
本
の
禅
僧
の
日
記
な
ど
か
ら
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
〔
伊
藤
幸

司
二
〇
一
三
〕。
東
シ
ナ
海
横
断
航
路
に
は
、「
大
洋
路
」
の
他
に
、
現
在
の
福
建
省

か
ら
琉
球
列
島
を
経
由
し
て
九
州
へ
至
る
「
南
島
路
」
と
い
う
航
路
の
存
在
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。「
南
島
路
」
は
、「
大
洋
路
」
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
使
用
で
き
な

い
場
合
に
、
サ
ブ
ル
ー
ト
と
し
て
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
元
末

期
の
内
乱
情
況
や
前
期
倭
寇
の
跋
扈
に
よ
っ
て
中
国
大
陸
沿
岸
の
「
大
洋
路
」
の
危

険
性
が
高
ま
っ
た
際
、「
南
島
路
」
は
活
況
を
呈
し
た
〔
榎
本
渉
二
〇
〇
七
〕。
日
明

交
流
に
お
い
て
も
、
初
期
日
明
関
係
の
一
部
の
通
交
や
、
足
利
義
持
に
よ
る
断
交
後
、

義
教
が
国
交
を
復
交
さ
せ
る
際
の
ル
ー
ト
は
「
南
島
路
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
〔
橋
本
雄
二
〇
〇
七（

１
（〕。

一
方
、
畿
内
と
九
州
と
を
結
ぶ
航
路
に
つ
い
て
は
、
兵
庫
か
ら
瀬
戸
内
海
、
赤
間

関
を
経
て
博
多
へ
至
る
「
中
国
海
路
」
が
主
要
ル
ー
ト
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
多

く
の
遣
明
船
は
、
こ
の
「
中
国
海
路
」
を
使
用
し
、
五
島
列
島
か
ら
「
大
洋
路
」
を

経
て
寧
波
へ
至
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
堺
か
ら
紀
伊
水
道
を
抜
け
、
四
国
土
佐
国

を
経
て
南
九
州
に
至
る
「
南
海
路
」
と
呼
ば
れ
る
航
路
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、「
南

海
路
」
は
「
中
国
海
路
」
と
比
較
す
る
と
、
距
離
が
長
く
、
時
間
も
か
か
っ
た
。
事

実
、
文
明
一
五
年
度
遣
明
船
が
、
寧
波
か
ら
の
帰
路
、「
大
洋
路
」
で
東
シ
ナ
海
を

横
断
し
、
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）
一
二
月
一
九
日
以
前
に
五
島
列
島
の
奈
留
浦

に
帰
着
し
た
際
、京
都
へ
の
ル
ー
ト
を
室
町
幕
府
に
報
告
す
る
な
か
で
、「
中
国
海
路
」

な
ら
京
都
到
着
は
年
明
け
の
正
月
末
頃
だ
が
、「
南
海
路
」
で
あ
れ
ば
四
、五
月
頃
に

な
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
（『
蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
一
七
年
一
二
月
二
四
日
条
）。

こ
こ
か
ら
、
五
島
列
島
が
「
中
国
海
路
」
と
「
南
海
路
」
の
分
岐
点
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る（

（
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
遣
明
船
の
国
内
航
路
は
、
距
離
が
短
く
、

時
間
も
掛
か
ら
な
い
「
中
国
海
路
」
を
利
用
す
る
の
が
基
本
で
あ
り
、「
中
国
海
路
」

の
沿
線
が
不
安
定
化
し
た
場
合
や
、
政
治
的
な
背
景
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
「
南
海

路
」
と
い
う
選
択
肢
が
浮
上
し
た
と
い
え
る
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
一
三
〕。

こ
の
よ
う
に
、「
南
海
路
」
は
「
中
国
海
路
」
の
サ
ブ
ル
ー
ト
と
し
て
存
在
し
た
。

た
だ
し
、
比
較
的
史
料
に
恵
ま
れ
る
「
中
国
海
路
」
と
比
べ
る
と
、「
南
海
路
」
の

実
態
は
不
分
明
な
点
が
残
さ
れ
て
お
り
、
現
時
点
に
お
け
る
研
究
の
到
達
点
も
さ
ほ

ど
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
本
稿
で
は
、
先
学
に
学
び
つ
つ
、「
南
海
路
」

の
実
像
に
つ
い
て
遣
明
船
を
中
心
に
考
察
を
す
る
。

❶
南
海
路
を
め
ぐ
る
研
究
動
向

南
海
路
と
は
、
南
九
州
か
ら
豊
後
水
道
を
横
断
し
、
土
佐
国
の
沿
岸
を
経
て
、
紀

伊
水
道
か
ら
堺
に
至
る
航
路
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
航
路
は
、
一
六
世
紀
中
葉
に
日

本
へ
来
た
鄭
舜
功
が
、明
に
帰
国
後
、豊
後
で
収
集
し
た
情
報
を
も
と
に
記
し
た
『
日

本
一
鑑
』
の
な
か
で
、「
夷
海
右
道
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、『
日
本

一
鑑
』「
夷
海
右
道
」の
記
述
を
素
材
と
し
て
南
海
路
の
考
察
が
進
め
ら
れ
て
き
た〔
那

波
利
貞
一
九
三
七
〕〔
神
戸
輝
夫
一
九
八
〇
〕〔
秋
澤
繁
二
〇
〇
一
〕。
そ
の
結
果
、「
夷

海
右
道
」
と
は
、
南
九
州
の
東
岸
を
北
上
し
た
後
、
蒲
江
（
現
在
の
大
分
県
佐
伯
市
）

か
ら
豊
後
水
道
を
横
断
し
、
鵜う

ぐ

来る

島
―
沖
ノ
島
（
い
ず
れ
も
高
知
県
宿す

く

毛も

市
）
を
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経
て
宿
毛
湾
奥
の
深
浦
へ
入
り
、
柏
島
―
齣こ

ま

妻め

―
清
水
か
ら
足
摺
岬
を
迂
回
し
、
津

呂
―
与
津
―
須す

崎ざ
き

―
浦
戸
―
手て

結い

―
室
津
と
い
っ
た
土
佐
湾
沿
岸
を
経
て
、
室
戸
岬

を
迂
回
し
、
紀
伊
水
道
西
岸
の
甲か

ん
の
う
ら

浦
―
椿つ
ば
き
ど
ま
り

泊
か
ら
紀
淡
海
峡
を
渡
っ
て
堺
へ
と
至
る

航
路
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
〔
市
村
高
男
二
〇
一
〇
〕。
南
海
路
の
沿
線
に
あ

る
港
町
の
個
別
研
究
も
進
ん
で
お
り
、
室
戸
岬
の
港
町
や
〔
目
良
裕
昭
二
〇
一
七
〕、

土
佐
湾
岸
に
面
す
る
天
正
期
の
洲
崎
〔
下
村
效
一
九
八
二
ａ
〕、
戦
国
末
期
か
ら
豊

臣
期
に
お
け
る
浦
戸
の
考
察
な
ど
が
あ
る
〔
目
良
裕
昭
二
〇
一
〇
〕。
ま
た
、
中
世

西
日
本
の
流
通
と
海
運
の
全
体
像
か
ら
す
る
と
、
南
海
路
（「
夷
海
右
道
」）
＝
西
太

平
洋
ル
ー
ト
は
、
九
州
東
岸
ル
ー
ト
か
ら
豊
後
水
道
、
瀬
戸
内
海
を
経
て
畿
内
に
至

る
ル
ー
ト
と
比
較
す
る
と
劣
勢
で
あ
っ
た
が
〔
市
村
高
男
二
〇
〇
四
〕、
一
六
世
紀
に

入
り
東
ア
ジ
ア
海
域
の
活
性
化
に
と
も
な
い
土
佐
沖
航
路
の
重
要
性
が
増
す
と
評
価

さ
れ
て
い
る
〔
市
村
高
男
二
〇
一
〇
〕。

南
海
路
は
、
一
五
世
紀
後
半
以
降
、
遣
明
船
が
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

で
航
路
が
開
か
れ
た
、
あ
る
い
は
活
性
化
し
た
と
評
価
さ
れ
て
き
た
〔
堺
市
役
所

一
九
三
〇
、
一
七
三
頁
〕〔
田
中
健
夫
一
九
六
一
、
一
二
〇
頁
〕。
し
か
し
、
遣
明
船
就

航
以
前
に
も
南
海
路
が
使
用
さ
れ
た
形
跡
は
、
少
な
い
な
が
ら
も
史
料
上
で
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
し
〔
山
本
大
一
九
七
八
〕、
ま
た
、
南
海
路
を
行
く
遣
明
船
の

往
来
は
、
明
朝
に
よ
る
景
泰
約
条
に
よ
っ
て
十
年
一
貢
で
一
回
三
艘
ま
で
と
い
う

渡
航
制
限
を
受
け
て
い
た
た
め
、
回
数
も
船
数
も
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
を

過
大
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
〔
下
村
效
一
九
八
二
ｃ
、

二
七
五
～
二
七
六
頁
〕（
な
お
、
下
村
は
南
海
路
を
通
っ
た
遣
明
船
の
総
数
を
一
一
艘

と
す
る
が
、
実
際
は
一
五
艘
あ
る
い
は
一
六
艘
と
考
え
ら
れ
る
）。
む
し
ろ
、
一
五

世
紀
後
半
以
降
の
南
海
路
の
活
性
化
は
、
堺
な
ど
の
畿
内
商
人
に
よ
る
商
業
活
動
の

活
発
化
に
加
え
て
、
土
佐
国
の
住
人
に
よ
る
熊
野
信
仰
や
、
伊
勢
御
師
の
教
線
拡
大

に
よ
る
伊
勢
参
詣
行
為
な
ど
、
人
や
モ
ノ
の
移
動
に
と
も
な
う
航
路
利
用
こ
そ
が
重

要
で
あ
っ
た
と
す
る
〔
山
本
大
一
九
七
八
〕〔
下
村
效
一
九
八
二
ｂ
ｃ
ｄ
〕。
さ
ら
に
、

戦
国
・
織
豊
期
に
お
け
る
土
佐
国
へ
の
一
向
宗
の
教
線
拡
大
や
、
種
子
島
へ
の
法
華

宗
の
流
入
の
背
景
に
も
南
海
路
の
存
在
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
〔
秋
澤
繁

一
九
九
七
〕〔
宮
脇
さ
ゆ
り
一
九
九
三
〕。

南
海
路
に
お
い
て
紀
伊
水
道
と
豊
後
水
道
と
を
結
ぶ
土
佐
国
は
東
西
に
長
い
が
、

西
と
東
と
で
は
大
き
な
地
域
差
が
あ
り
、
荘
園
や
荘
園
領
主
の
あ
り
方
に
も
違
い
が

あ
る
〔
市
村
高
男
二
〇
〇
一
〕。
こ
う
し
た
特
徴
は
出
土
遺
物
の
点
で
も
同
様
で
、
浦

朝鮮半島

塩浦

対馬島
沖ノ島

小呂島

赤間関

門司
芦屋

見島

五島列島

男女群島
甑島

深浦

須崎
井尻

浦戸

室津

甲浦

勝浦 冷水

椿泊

友ヶ島

鵜来島
沖の島 土佐清水

下田
（幡多庄）

宇治群島

草垣群島

黒島

硫黄島

屋久島

口永良部島
種子島

福江島

奈留

日島
奈摩

小船越

壱岐島

西泊

鰐浦
富山浦

的山大島
生月島

平戸

薺浦
（乃而浦）

肥中
山口

益田
温泉津

鞆ヶ浦
石見銀山

美保関

隠岐諸島

上関

府内

蒲江

佐賀関

伽藍岳
（硫黄山）

硫黄山

厳島
蒲刈
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図1　西日本におけるおもな港町等
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戸
湾
周
辺
を
境
界
に
し
て
東
西
で
対
照
的
な
様
相
と
な
る
〔
池
澤
俊
幸
二
〇
〇
三
〕。

中
世
土
佐
国
で
は
、
搬
入
品
に
関
し
て
は
西
部
が
東
部
に
卓
越
し
て
い
る
が
、
古
代

で
は
国
衙
の
あ
る
東
部
が
優
越
し
て
い
た
。
土
佐
国
は
、
九
州
―
畿
内
の
幹
線
（
瀬

戸
内
海
）
か
ら
外
れ
る
た
め
、
一
二
世
紀
末
ま
で
初
期
貿
易
陶
磁
器
が
ほ
と
ん
ど
出

土
し
な
い
が
、
一
二
世
紀
末
以
降
は
貿
易
陶
磁
器
を
含
む
搬
入
品
が
流
入
し
西
部
と

東
部
の
関
係
が
逆
転
す
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
西
部
の
優
越
性
は
近
世
に
は
み
ら
れ

ず
、
極
め
て
中
世
的
な
特
徴
と
い
え
る
〔
池
澤
俊
幸
二
〇
一
〇
〕。
こ
う
し
た
、
中

世
土
佐
国
の
東
西
の
地
域
差
は
、
土
佐
国
の
東
西
に
あ
る
豊
後
水
道
と
紀
伊
水
道
に

お
け
る
交
流
の
あ
り
方
に
起
因
し
て
い
る
と
い
え
る
。

一
四
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀
初
頭
の
東
九
州
か
ら
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
に
お
け

る
陶
磁
器
の
出
土
状
況
に
よ
れ
ば
、
九
州
東
岸
か
ら
瀬
戸
内
海
に
至
る
航
路
が
顕
在

化
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
貿
易
品
の
輸
送
ル
ー
ト

の
多
様
化
に
よ
り
、
博
多
を
起
点
と
し
な
い
航
路
の
発
達
を
看
取
で
き
る
〔
柴
田
圭

子
二
〇
一
七
〕。
な
お
、
出
土
遺
物
の
特
徴
と
し
て
は
、
九
州
東
南
岸
の
志
布
志
湾
、

大
淀
川
河
口
部
（
宮
崎
市
）
や
細
島
港
（
日
向
市
）
な
ど
に
集
散
地
が
あ
る
こ
と
を

う
か
が
え
、
四
国
西
岸
で
は
南
予
地
域
〔
柴
田
圭
子
二
〇
一
六
〕
や
四
万
十
川
下
流

（
四
万
十
市
中
村
）
か
ら
の
出
土
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
出
土
遺
物
の
分
布

状
況
は
、
ま
さ
に
豊
後
水
道
を
ま
た
ぐ
南
海
路
の
ル
ー
ト
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は

興
味
深
い
。
な
お
、
豊
後
水
道
両
岸
地
域
に
つ
い
て
は
、
幡は

多た

郡
な
ど
西
南
四
国
地

域
と
豊
後
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
や
〔
市
村
高
男
二
〇
一
〇
〕、
南
海
路
の

視
点
か
ら
長
宗
我
部
氏
と
九
州
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
が
あ
る
〔
津
野

倫
明
二
〇
一
二
〕。

一
方
、
紀
伊
水
道
を
め
ぐ
る
交
流
に
つ
い
て
は
、
既
述
し
た
土
佐
国
に
お
け
る

熊
野
信
仰
や
伊
勢
参
詣
行
為
に
と
も
な
う
も
の
の
ほ
か
、
紀
伊
側
の
紀
の
湊
の
あ

り
方
や
紀
伊
の
湊
と
南
九
州
と
の
つ
な
が
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
山
本
賢
司

一
九
九
八
、
二
〇
〇
二
〕。
ま
た
、
紀
伊
水
道
西
岸
の
野
根
浦
近
隣
の
名
留
川
観
音
堂

に
は
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
一
世
紀
前
半
の
菩
薩
立
像
が
あ
り
、
紀
伊
半
島
西
部
地

域
の
仏
像
群
と
類
似
し
た
特
色
が
あ
る
と
い
う
〔
青
木
淳
二
〇
〇
〇
〕。
な
お
、
紀

淡
海
峡
の
海
底
か
ら
は
一
五
世
紀
後
半
を
中
心
と
し
た
明
代
の
陶
磁
器
が
引
き
あ
げ

ら
れ
て
お
り
〔
近
藤
孝
敏
一
九
九
五
〕、南
海
路
と
の
関
わ
り
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
三
〇
年
（
二
〇
一
八
）
に
開
催
さ
れ
た
第
二
五
回
中
世
都
市
研
究
会
に

お
い
て
「
紀
伊
水
道
内
海
世
界
の
港
市
と
権
力
」
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
、
紀
伊
水
道
内

海
世
界
に
お
け
る
政
治
拠
点
の
変
遷
と
、
流
通
拠
点
と
し
て
の
港
町
の
動
向
と
を
総

合
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
ら
れ
た
。
紀
伊
水
道
を
挟
む
阿
波
国
と
紀
伊
国
の
両

岸
地
域
を
紀
伊
水
道
内
海
世
界
と
み
な
し
、
一
つ
の
経
済
圏
や
流
通
圏
と
し
て
位
置

付
け
る
と
い
う
問
題
提
起
は
非
常
に
魅
力
的
で
あ
る
が
、
残
存
す
る
文
献
史
料
の
限

界
も
あ
り
、
両
岸
地
域
の
直
接
的
な
交
流
の
事
例
蓄
積
は
十
分
と
は
い
え
な
い
〔
中

世
都
市
研
究
会
二
〇
一
九
〕。

南
海
路
の
歴
史
的
展
開
の
な
か
で
最
も
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、『
天
文
日
記
』

に
登
場
す
る
土
佐
一
条
氏
と
遣
明
船
と
の
関
わ
り
方
を
め
ぐ
る
理
解
に
つ
い
て
で
あ

る
。
こ
れ
を
め
ぐ
る
一
連
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
岡
本
真
に
よ
る
明
快

な
整
理
が
あ
る
が
〔
岡
本
真
二
〇
一
五
ａ
〕、
こ
こ
で
は
行
論
の
必
要
上
、
簡
便
に

触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、最
も
古
く
か
ら
主
張
さ
れ
、近
年
で
も
強
く
命
脈
を
保
っ

て
い
る
の
は
、
遣
明
船
派
遣
主
体
を
細
川
氏
と
し
、
土
佐
一
条
氏
は
唐
船
の
建
造
に

関
わ
っ
た
と
す
る
栢
原
昌
三
以
来
の
理
解
で
あ
る
〔
栢
原
昌
三
一
九
一
五
・
六
七
～

七
〇
頁
〕〔
堺
市
役
所
一
九
三
〇
〕〔
小
葉
田
淳
一
九
四
一
・
一
七
二
～
一
七
四
頁
〕〔
橋

本
雄
二
〇
〇
五
ａ
・
二
二
八
頁
〕。
こ
れ
に
対
し
て
、
遣
明
船
へ
の
一
条
氏
の
主
体
性

を
強
調
す
る
野
村
晋
域
以
来
の
理
解
も
古
く
か
ら
あ
り
、
地
元
高
知
で
根
強
く
支

持
さ
れ
て
き
た
〔
野
村
晋
域
一
九
三
七
〕〔
山
本
大
一
九
七
八
〕。
た
だ
し
、
一
条
氏

主
体
説
に
つ
い
て
は
、
早
く
か
ら
批
判
も
あ
り
〔
土
松
泰
一
九
四
二
〕、
下
村
效
は
、

一
条
氏
に
よ
る
遣
明
船
建
造
の
事
実
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、
遣
明
船
経
営
の
主
体

な
ど
で
は
な
く
、
一
条
氏
が
入
手
し
た
唐
物
も
幡
多
地
域
が
堺
商
圏
に
包
摂
さ
れ
て

い
た
た
め
可
能
で
あ
っ
た
と
す
る
〔
下
村
效
一
九
八
二
ｄ
〕。
下
村
の
一
条
氏
主
体

説
批
判
に
対
し
て
は
、
幡
多
地
域
が
中
四
国
の
な
か
で
も
貿
易
陶
磁
器
出
土
が
質
量
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と
も
に
特
筆
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
条
氏
が
唐
物
な
ど
の
輸
入
品
入

手
を
堺
商
人
の
み
に
頼
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
改
め
て
一
条
氏
に
よ
る
勘
合

貿
易
に
限
ら
な
い
独
自
の
対
外
貿
易
の
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
だ
と
す
る
反
批
判
が

市
村
高
男
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
〔
市
村
高
男
二
〇
一
〇
〕。
た
だ
し
、
一
条
氏
に
よ

る
唐
船
造
営
行
為
や
唐
物
入
手
と
そ
の
贈
答
行
為
が
、
そ
の
ま
ま
独
自
の
対
外
貿
易

の
証
左
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
方
、
一
条
氏
の
建
造
し
た

唐
船
を
、
本
願
寺
が
遣
明
船
経
営
の
主
体
と
し
て
使
用
し
た
と
す
る
新
た
な
解
釈
も

あ
る
〔
大
畑
博
嗣
二
〇
〇
七
〕。

研
究
史
が
錯
綜
す
る
な
か
、『
天
文
日
記
』
に
み
え
る
土
佐
一
条
氏
と
遣
明
船
と

の
関
わ
り
方
に
決
着
を
つ
け
た
の
が
岡
本
真
で
あ
る
〔
岡
本
真
二
〇
一
五
ａ
〕。
岡

本
は
、
新
発
見
の
『
活か

つ

套と
う

』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）
所
収
の
外
交
文
書
を
活

用
し
つ
つ
、『
天
文
日
記
』
に
登
場
す
る
一
条
氏
建
造
の
唐
船
が
、
細
川
晴
元
と
堺

商
人
と
が
主
体
的
に
推
進
し
た
遣
明
船
で
あ
り
、
本
願
寺
も
一
条
氏
も
派
遣
の
協
力

者
に
過
ぎ
ず
、
遣
明
船
派
遣
を
め
ぐ
る
大
内
義
隆
と
の
抗
争
は
天
文
年
間
に
至
っ
て

も
継
続
し
て
い
た
と
し
た〔
岡
本
真
二
〇
一
五
ａ
〕。
そ
し
て
、大
内
氏
の
妨
害
に
よ
っ

て
派
遣
延
引
と
な
っ
た
細
川
氏
の
遣
明
船
は
、
豊
後
の
大
友
氏
と
合
同
で
天
文
一
三

年
度
遣
明
船
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
た
〔
岡
本
真
二
〇
一
五
ｂ
〕。

こ
の
よ
う
に
、
一
条
氏
が
細
川
氏
や
堺
商
人
と
南
海
路
に
よ
っ
て
結
び
付
い
て
い

た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
一
方
で
一
条
氏
は
細
川
氏
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ

る
大
内
氏
と
も
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
永
正
末
か
ら
大
永
元
年（
一
五
二
一
）

頃
、
一
条
房
冬
の
側
室
と
し
て
大
内
義
興
の
娘
（
義
隆
の
姉
）
が
婚
姻
し
〔
市
村
高

男
二
〇
一
〇
〕、
そ
の
子
は
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
大
内
義
隆
の
猶
子
と
な
り
、

恒
持
と
改
名
後
、
足
利
義
晴
か
ら
偏
諱
を
受
け
て
晴
持
と
名
乗
っ
た
。
た
だ
し
、
晴

持
は
義
隆
の
嫡
子
と
し
て
期
待
さ
れ
た
が
、
天
文
一
二
年
（
一
五
四
三
）
の
出
雲
遠

征
中
に
死
去
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
六
世
紀
前
半
に
一
条
氏
と
大
内
氏
と
が

婚
姻
関
係
で
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
の
点
に
注
目
し
、
一
条
氏

が
贈
答
に
利
用
し
た
唐
物
の
入
手
先
と
し
て
大
内
氏
の
存
在
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ

る
。
ま
た
、
一
条
氏
が
土
佐
湾
の
港
支
配
の
み
な
ら
ず
、
大
内
氏
に
加
え
て
豊
後
の

大
友
氏
や
日
向
の
伊
東
氏
と
も
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
る
背
景
と
し
て
、
一
条
氏
が

土
佐
湾
か
ら
豊
後
水
道
に
か
け
て
の
制
海
権
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
評
価
す
る
も
の
も
あ
る
〔
朝
倉
慶
景
二
〇
〇
〇
〕。

こ
の
よ
う
に
、
土
佐
一
条
氏
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
大
内
氏
と
の
縁
組
み
は
一
条

氏
の
勢
力
拡
大
策
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
大
内
氏
に

よ
る
ア
ジ
ア
外
交
政
策
の
一
環
で
も
あ
っ
た
。
大
内
氏
は
、
明
朝
・
朝
鮮
・
琉
球
な

ど
多
元
的
な
外
交
活
動
を
展
開
し
て
い
た
た
め
、
各
国
と
の
通
交
ル
ー
ト
の
安
全

を
確
保
し
、
円
滑
な
往
来
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
注
力
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
九
州

北
西
部
の
遣
明
船
航
路
を
押
さ
え
る
平
戸
島
の
松
浦
氏
に
対
し
て
は
、
偏
諱
を
与
え

る
な
ど
密
接
な
関
係
を
作
り
、
遣
明
船
警
固
な
ど
を
依
頼
し
て
い
る
〔
伊
藤
幸
司

二
〇
一
二
〕。
豊
後
水
道
も
、
遣
明
船
派
遣
や
琉
球
通
交
を
行
う
に
際
し
て
重
要
な

航
路
で
あ
っ
た
た
め
、
大
内
氏
は
日
向
国
の
要
港
を
押
さ
え
る
島
津
豊
州
家
と
密
接

な
関
係
を
形
成
し
て
い
た
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
〇
三
〕。
し
か
し
、
豊
後
水
道
の
安
全

確
保
の
た
め
に
は
水
道
の
両
岸
地
域
と
の
良
好
な
関
係
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
た
め
、

大
内
氏
は
九
州
側
の
島
津
豊
州
家
の
み
な
ら
ず
、
四
国
側
の
一
条
氏
と
も
関
係
を
構

築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
重
要
航
路
沿
線
の
地
域
権
力
に
対
し
て
は
、
複
数
の
有
力
者

か
ら
の
接
触
が
あ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
島
津
豊
州
家
に
対
し
て

は
、
大
内
氏
の
み
な
ら
ず
細
川
氏
も
接
触
し
て
お
り
〔
小
葉
田
淳
一
九
四
一
〕、
一

条
氏
に
対
し
て
も
細
川
氏
、
大
内
氏
、
大
友
氏
ら
が
接
触
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動

き
に
対
し
て
、
島
津
豊
州
家
や
一
条
氏
は
、
特
定
の
地
域
権
力
の
み
に
傾
倒
す
る
こ

と
は
せ
ず
、
多
方
面
外
交
を
行
う
の
が
常
で
あ
っ
た
。

一
六
世
紀
中
葉
、
大
内
氏
が
滅
亡
す
る
と
、
大
友
義
鎮
が
平
戸
松
浦
氏
に
偏
諱
を

与
え
た
り
、
一
条
兼
定
に
娘
を
妻
と
し
て
入
れ
た
り
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
大
内

氏
の
後
継
者
と
し
て
振
る
舞
お
う
と
す
る
大
友
氏
の
外
交
政
策
と
し
て
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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❷
南
海
路
を
経
由
し
た
遣
明
船

①
遣
明
船
以
前
の
南
海
路

本
節
で
は
、
遣
明
船
就
航
以
前
の
南
海
路
の
具
体
的
な
使
用
状
況
に
つ
い
て
、
先

学
に
学
び
つ
つ
確
認
し
て
お
く
。

古
代
に
お
け
る
南
海
路
の
使
用
例
と
し
て
著
名
な
の
が
、
土
佐
国
守
と
し
て
現
地

に
赴
任
し
て
い
た
紀
貫
之
の
帰
洛
の
場
面
で
あ
る
。『
土
佐
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
承

平
四
年
（
九
三
四
）
一
二
月
に
国
府
の
外
港
で
あ
る
大
津
か
ら
浦
戸
へ
出
て
、
土
佐

湾
岸
か
ら
室
戸
岬
経
由
で
京
都
へ
向
か
っ
た
。
そ
の
途
中
、
室
戸
岬
手
前
の
室
津
で

風
待
ち
の
た
め
一
〇
日
間
滞
在
し
、
五
五
日
を
費
や
し
て
上
洛
し
て
い
る
。

紀
貫
之
は
、
南
海
路
の
東
側
部
分
を
航
海
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
南
海
路
を
九

州
か
ら
畿
内
ま
で
使
用
し
た
例
も
あ
る
。
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）、
日
向
国
定
善

寺
の
日
郷
が
日
叡
を
上
洛
さ
せ
る
際
、
日
叡
は
日
慶
と
日
叡
の
弟
了
性
坊
に
下
人
の

上
下
五
人
で
、
一
〇
月
中
旬
に
日
向
国
細
島
を
出
発
し
た
と
こ
ろ
、
同
二
一
日
に

阿
波
国
勝
浦
で
海
賊
に
拉
致
さ
れ
、
翌
日
和
泉
国
小
嶋
に
連
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

一
一
月
中
は
阿
波
国
椿
浦
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
同
月
晦
日
に
計
略
を
め
ぐ
ら
し
て

移
動
、
一
二
月
朔
日
兵
庫
に
到
着
し
、
同
二
日
に
京
都
に
辿
り
着
い
た
と
い
う
（「
定

善
寺
文
書
」
所
収
「
日
睿
上
人
縁
起
」『
宮
崎
県
史
』
史
料
編
中
世
一
）〔
福
島
金

治
一
九
九
八
、
六
二
一
～
六
二
二
頁
〕。
京
都
を
目
指
す
日
叡
ら
が
、
日
向
国
細
島
か

ら
出
航
し
て
紀
伊
水
道
西
岸
の
勝
浦
や
椿
浦
に
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
ら
は
南

海
路
を
経
由
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
少
な
く
と
も
一
四
世
紀
中
葉
に
は
、
南

九
州
か
ら
畿
内
へ
行
く
航
路
と
し
て
南
海
路
が
選
択
肢
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
に
は
、
紀
伊
水
道
東
岸
の
紀
伊
国
冷し

水み
ず

浦
の

住
人
後
藤
三
ら
が
、
薩
摩
国
で
船
荷
を
奪
わ
れ
る
事
件
に
遭
っ
て
い
る
（「
室
町
幕

府
奉
行
人
連
署
奉
書
」『
旧
記
雑
録
』
前
編
二
一
八
六
号
）〔
山
本
賢
司
二
〇
〇
二
〕。

冷
水
浦
の
地
理
的
位
置
か
ら
考
え
て
、
紀
伊
北
部
か
ら
大
隅
・
薩
摩
半
島
に
至
る
際

に
南
海
路
を
使
用
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
先
学
で
は
貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
に
幡
多
庄
大
方
郷
佐
賀
村
の
商

人
六
郎
右
衛
門
が
年
貢
を
京
都
の
東
福
寺
へ
送
進
し
た
例
や
（『
東
福
寺
文
書
』
二
・

三
九
八
号
）〔
山
本
大
一
九
七
八
〕、
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
に
堺
北
庄
の
鋳
物
師

山
川
氏
が
足
摺
岬
に
あ
る
金
剛
福
寺
の
鰐
口
を
鋳
造
し
た
例
な
ど
も
南
海
路
と
の
関

わ
り
で
説
明
す
る
が
〔
下
村
效
一
九
八
二
ｄ
〕、
い
ず
れ
も
土
佐
湾
岸
を
使
用
し
た

確
証
は
な
い
〔
市
村
高
男
二
〇
一
〇
〕。

応
永
二
五
年
（
一
四
一
八
）、
相
国
寺
鹿
苑
院
主
（
鹿
苑
僧
録
）
で
天
龍
寺
住

持
で
あ
っ
た
鄂が

く

隠い
ん

慧え

奯か
つ

（
夢
窓
派
霊
松
門
派
）
が
足
利
義
持
の
逆
鱗
に
触
れ
、
急

遽
、
逐
電
し
て
兵
庫
か
ら
土
佐
国
の
吸ぎ

ゆ
う
こ
う

江
庵
に
下
向
し
た
。
吸
江
庵
は
、
文
保
二

年
（
一
三
一
八
）
夢
窓
疎
石
が
草
庵
を
営
ん
だ
の
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
寺
庵
で
、
四

国
に
お
け
る
臨
済
宗
夢
窓
派
の
重
要
な
拠
点
と
し
て
存
在
し
て
い
た
（
江
戸
期
以
降

は
吸
江
寺
と
呼
称
）。
鄂
隠
慧
奯
の
四
国
在
住
時
の
語
録
で
あ
る
『
南
遊
集
』
に
は
、

彼
を
慕
っ
て
や
っ
て
く
る
人
び
と
と
の
詩
文
の
や
り
取
り
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

な
か
に
、
京
都
か
ら
下
向
し
て
き
た
奭せ

き

侍
者
に
対
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、奭
侍
者
は
京
都
か
ら
阿
波
国
の
補
陀
寺（
夢
窓
疎
石
が
勧
請
開
山
、阿
波
安
国
寺
）

を
経
由
し
て
、
海
南
（
土
佐
）
の
吸
江
庵
を
訪
問
し
て
い
る
。
補
陀
寺
か
ら
吸
江
庵

ま
で
陸
路
を
用
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
詩
文
に
あ
る
「
船
楫
等
閑
来
一
遊
」
の
文

言
な
ど
か
ら
南
海
路
を
使
っ
た
可
能
性
も
十
分
に
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
鄂
隠
慧
奯

は
土
佐
吸
江
庵
と
阿
波
宝
冠
寺
（
秋
月
庄
）
と
を
行
き
来
し
た
と
あ
る
の
で
、
あ
る

い
は
そ
の
移
動
は
南
海
路
を
往
来
し
た
船
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

一
五
世
紀
中
葉
に
お
け
る
南
海
路
使
用
の
事
例
と
し
て
は「
兵
庫
北
関
入
舩
納
帳
」

が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
紀
伊
水
道
お
よ
び
四
国
東
岸
の
港
町
か
ら
木

材
積
載
船
が
兵
庫
北
関
に
入
港
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
土
佐
国
か
ら
の
木
材
移

出
量
で
は
甲か

ん
の
う
ら

浦
が
卓
越
し
た
存
在
で
あ
る
が
、
室
戸
岬
よ
り
西
側
の
土
佐
湾
岸
に
あ

る
安
芸
郡
の
佐
貴
浜
、
奈
波
利
、
安
田
か
ら
の
船
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
〔
下
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村
效
一
九
八
二
ｄ
〕。
甲
浦
は
、
紀
伊
水
道
西
岸
に
お
け
る
良
港
で
、
時
代
は
下
る

が
天
正
一
七
年（
一
五
八
九
）の『
長
宗
我
部
地
検
帳
』（
安
芸
郡
上
）に
よ
れ
ば
、「
御

材
木
屋
」
の
表
記
が
あ
る
ほ
か
、
数
多
く
の
船
頭
、
水
主
、
上う

わ

乗の
り

ら
の
名
前
も
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）、
一
条
教
房
が
応
仁
・
文
明
の
乱
を
避
け
る
た
め
に
家

領
の
あ
っ
た
土
佐
国
幡
多
庄
に
下
向
し
た
（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
応
仁
二
年
閏

一
〇
月
六
日
条
、
一
一
月
二
三
日
条
）。
教
房
は
、
同
年
九
月
二
五
日
に
堺
か
ら
土

佐
蓮
池
城
主
大
平
氏
の
大
船
に
乗
船
し
、翌
日
、土
佐
国
甲
浦
に
到
着
し「
阿ハ

タ
ノミ

タ
寺
」

で
休
息
し
た
。
阿
弥
陀
寺
は
不
詳
で
あ
る
が
、
当
地
の
浄
土
宗
寺
院
超
願
寺
か
、『
長

宗
我
部
地
検
帳
』（
安
芸
郡
上
）
に
登
場
す
る
阿
弥
陀
堂
の
可
能
性
が
あ
る
。
一
〇

月
一
日
、
教
房
は
同
じ
大
平
氏
の
大
船
で
甲
浦
を
出
発
し
、
翌
日
、
土
佐
湾
岸
の
井

尻
に
着
岸
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
井
尻
か
ら
幡
多
庄
ま
で
教
房
が
ど
の
よ
う
に
移
動

し
た
の
か
は
記
録
が
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
海
路
に
て
移
動
し
た
も
の
と

推
測
す
る
。
こ
の
一
七
年
後
、
土
佐
妙
蓮
寺
の
扶
宗
霊
陳
が
、
超
然
庵
の
普
明
と
そ

の
弟
子
宗
寅
に
託
し
て
、
堺
に
あ
る
海か

い

会え

寺じ

の
季き

こ
う
だ
い
し
ゆ
く

弘
大
叔
に
秘
蔵
の
「
天
択
集
」
を

送
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
大
平
氏
と
と
も
に
上
京
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

彼
ら
は
大
平
氏
の
船
で
南
海
路
を
使
っ
て
移
動
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（『
蔗
軒
日

録
』
文
明
一
七
年
一
一
月
一
四
日
条
）〔
下
村
效
一
九
八
二
ｅ
〕。

ま
た
、
朝
鮮
の
申シ

ン

叔ス
ク

舟チ
ュ

が
記
し
た
『
海
東
諸
国
紀
』（
一
四
七
一
年
成
立
）
に
所

載
さ
れ
る
「
日
本
本
国
之
図
」
に
は
、
阿
波
国
か
ら
淡
路
国
へ
、
淡
路
国
か
ら
兵
庫図3　現在の甲浦
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図5　現在の井尻に残る最奥部の船溜まり。ここに一条教房が到着したのか。
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浦
へ
、
淡
路
国
か
ら
紀
伊
水
道
を
横
断
し
和
泉
国
や
紀
伊
国
へ
至
る
航
路
が
描
か
れ

て
い
る
。
本
図
は
、
こ
れ
以
前
の
一
四
五
三
年
に
琉
球
国
王
使
と
し
て
朝
鮮
へ
渡
っ

た
博
多
商
人
道
安
が
献
上
し
た
地
図
に
倣
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
〔
田

中
健
夫
一
九
九
一
〕、
一
五
世
紀
中
葉
に
は
す
で
に
南
海
路
を
構
成
す
る
航
路
の
一

部
が
一
定
程
度
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
、
遣
明
船
の
就
航
以
前
の
南
海
路
の
利
用
状
況
を
確
認
し
た
。
史
料
上
、
頻

繁
な
往
来
で
は
な
い
も
の
の
、
す
で
に
一
四
世
紀
中
葉
に
は
南
九
州
と
畿
内
と
を
結

ぶ
航
路
と
し
て
南
海
路
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
加
え
て
、
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
土
佐
国
か
ら
熊
野
や
伊
勢
へ
向
か
う

参
詣
者
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、
残
存
史
料
以
上
に
南
海
路
利
用
の
実
態
が
あ
っ
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
幡
多
庄
と
畿
内
と
を
結
ぶ
ル
ー
ト
は
、
豊

後
水
道
か
ら
瀬
戸
内
海
を
経
て
畿
内
へ
向
か
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ

ば
〔
市
村
高
男
二
〇
一
〇
・
二
八
頁
〕、
応
仁
・
文
明
の
乱
に
よ
る
瀬
戸
内
海
航
行
の

不
安
定
さ
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
一
条
教
房
が
堺
か
ら
南
海
路
を
経
て

幡
多
庄
に
下
向
し
て
い
る
事
実
は
、
一
五
世
紀
後
半
の
遣
明
船
航
行
以
前
に
、
す
で

に
南
海
路
が
畿
内
と
九
州
と
を
結
ぶ
航
路
の
選
択
肢
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
明
示
し
て
い
る
。

②
応
仁
度
遣
明
船

南
海
路
を
初
め
て
使
用
し
た
遣
明
船
は
、応
仁
度
船
で
あ
る
。
応
仁
度
遣
明
船
は
、

足
利
義
政
の
一
号
船
（
公
方
船
）、
細
川
勝
元
の
二
号
船
（
細
川
船
）、
大
内
政
弘
の

三
号
船（
大
内
船
）と
い
う
三
艘
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
応
仁
度
遣
明
使
が
、入
明
し
、

北
京
で
の
朝
貢
儀
礼
を
無
事
に
終
わ
ら
せ
て
、
寧
波
か
ら
帰
国
の
途
に
就
く
の
は
成

化
五
年
（
一
四
六
九
）
六
月
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
〔
小
葉
田
一
九
四
一
・
五
七
～
六
〇

頁
〕。
通
常
で
あ
れ
ば
、
三
者
が
経
営
す
る
遣
明
船
は
、
寧
波
か
ら
東
シ
ナ
海
を
横

断
し
、
五
島
列
島
か
ら
北
部
九
州
の
玄
界
灘
を
航
行
し
て
、
遣
明
船
帰
国
時
の
拠
点

で
あ
っ
た
関
門
海
峡
の
赤
間
関
に
入
っ
た
後
、
公
方
船
と
細
川
船
は
、
大
内
船
と
分

か
れ
て
、さ
ら
に
瀬
戸
内
海
を
経
由
し
て
中
国
海
路
で
兵
庫
ヘ
戻
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
応
仁
度
遣
明
使
が
明
朝
で
の
使
命
を
終
え
て
帰
国
す
る
時
に
は
、
日
本

で
応
仁
・
文
明
の
乱
が
勃
発
し
、
足
利
義
政
と
細
川
勝
元
の
東
軍
に
対
し
て
、
応
仁

元
年
（
一
四
六
七
）
七
月
、
大
内
政
弘
は
大
軍
を
率
い
て
上
洛
し
、
西
軍
の
主
力
と
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し
て
本
格
的
に
対
峙
し
て
い
た
。
当
時
、
大
内
氏
は
赤
間
関
か
ら
瀬
戸
内
海
へ
の
制

海
権
を
掌
握
し
て
お
り
、
畿
内
に
お
け
る
遣
明
船
の
発
着
港
で
あ
っ
た
兵
庫
も
支
配

下
に
入
れ
て
い
た
。
こ
の
状
況
下
、
大
内
氏
と
対
立
す
る
細
川
氏
の
遣
明
船
（
二
号

船
）
が
赤
間
関
か
ら
瀬
戸
内
海
を
経
由
し
て
兵
庫
へ
向
か
え
ば
、
大
内
方
に
よ
っ
て

拿
捕
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
た
め
、
細
川
船
は
中
国
海
路
を
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。事
実
、大
内
方
が
細
川
船
を
拿
捕
す
る
と
い
う
噂
は
流
れ
て
い
た（『
大

乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
元
年
八
月
一
三
日
条
）。

一
方
、
足
利
義
政
も
細
川
勝
元
と
同
じ
く
大
内
政
弘
と
対
立
関
係
に
あ
っ

た
。
ゆ
え
に
、
公
方
船
も
大
内
氏
の
勢
力
圏
に
あ
る
中
国
海
路
を
避
け
て
、

細
川
船
と
行
動
を
と
も
に
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い
た
〔
小
葉
田
淳

一
九
四
一
、
七
九
頁
〕。
し
か
し
、
こ
の
時
の
公
方
船
の
実
質
的
な
運
営
は
大
内

氏
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
た
め
、
名
義
上
の
経
営
者
で
あ
る
足
利
義
政
の
意

思
と
公
方
船
の
行
動
と
は
乖
離
し
て
い
た
。そ
の
結
果
、文
明
元
年（
一
四
六
九
）

七
月
二
三
日
に
、
公
方
船
は
大
内
政
弘
の
領
国
で
あ
る
赤
間
関
へ
帰
港
し
た
。

お
そ
ら
く
、
公
方
船
は
大
内
船
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
一
二
〕。

こ
う
し
て
、
応
仁
度
遣
明
船
の
う
ち
細
川
船
の
み
が
、
南
海
路
を
経
由
し
、

文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
八
月
以
前
に
は
九
州
の
南
か
ら
四
国
の
土
佐
に
到
着

し
て
い
る
（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
元
年
八
月
一
三
日
条
）。
お
そ
ら
く
、

寧
波
か
ら
東
シ
ナ
海
を
横
断
す
る
大
洋
路
で
五
島
列
島
ま
で
航
海
し
た
後
、
奈

留
で
水
な
ど
を
補
給
し
た
後
に
進
路
を
南
に
転
じ
て
、九
州
西
岸
か
ら
薩
摩
国
・

大
隅
国
・
日
向
国
を
経
て
、
豊
後
水
道
を
横
断
し
、
土
佐
国
へ
至
っ
た
も
の
と

推
断
す
る
。
な
お
、
こ
の
時
、
細
川
船
が
四
国
土
佐
の
ど
こ
で
碇
泊
し
た
の
か

は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
幡
多
庄
中
村
の
外
港
で
あ
る
下
田
で
あ
っ
た
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
下
村
效
一
九
八
二
ｄ
、
二
八
六
頁
〕。
そ
し
て
、
最
終
的

に
は
、
細
川
氏
の
勢
力
圏
に
あ
っ
た
堺
に
帰
港
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
、
細
川
船
が
、
臨
機
応
変
に
、
当
初
の
予
定
に
な
か
っ
た
南
海
路
と
い
う
航

路
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
南
九
州

か
ら
四
国
南
岸
を
経
て
畿
内
に
至
る
航
路
が
確
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
細
川
船

と
し
て
使
用
さ
れ
た
宮
丸
は
、
次
郎
左
衛
門
を
船
頭
と
し
、
公
方
船
や
大
内
船
と
同

様
、
豊
前
国
門
司
の
大
型
船
で
あ
っ
た
が
（『
戊
子
入
明
記
』）、
細
川
船
に
は
南
海

路
に
精
通
す
る
堺
商
人
な
ど
が
乗
り
込
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
た
め
、
南
海
路
と
い

う
選
択
が
可
能
で
あ
っ
た
と
推
断
さ
れ
る（

（
（

。
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③
文
明
八
年
度
遣
明
船

文
明
八
年
度
遣
明
船
は
、
堺
商
人
が
足
利
義
政
か
ら
遣
明
船
を
請
け
負
い
、
船
は

「
柚

（
湯
川

川宣
阿
（の

申
し
沙
汰
」
と
言
わ
れ
た
（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
八
年
四
月
二
八

日
条
）。
応
仁
・
文
明
の
乱
が
収
束
し
て
い
な
い
段
階
で
計
画
さ
れ
た
こ
の
遣
明
船
に

は
、応
仁
度
遣
明
船
で
多
大
な
影
響
力
を
誇
っ
た
大
内
氏
が
参
加
す
る
余
地
は
な
か
っ

た
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
〇
九
、
二
〇
一
二
〕。
一
号
船
（
公
方
船
）、
二
号
船
（
嵯
峨
勝
曼

院
船（

（
（

）、
三
号
船
（
不
明
）
の
船
団
構
成
の
遣
明
船
は
、
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
四

月
一
一
日
に
堺
を
出
発
し
（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
八
年
四
月
二
八
日
条
）、
明

朝
へ
の
重
要
な
朝
貢
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
硫
黄
の
積
み
込
み
地
を
、
こ
れ
ま
で
の
平
戸

で
は
な
く
、
南
九
州
の
坊
津
に
変
更
す
る
こ
と
を
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
の
段
階

で
決
め
て
い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
敵
対
関
係
に
あ
る
大
内
政
弘
の

勢
力
下
に
あ
る
中
国
海
路
で
は
な
く
南
海
路
を
使
用
し
た
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
〇
二
ａ
〕。

た
だ
し
、
文
明
八
年
度
遣
明
船
に
は
、「
美
少
年
」
で
あ
っ
た
若
き
松
浦
一
庵
の
息
子

が
乗
船
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（『
蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
一
八
年
五
月
一
五
日
条
）〔
伊
川

健
二
二
〇
〇
七
、
九
六
頁

（
（
（

〕、
船
は
坊
津
で
硫
黄
を
積
載
し
た
後
、
平
戸
を
経
由
し
て

大
洋
路
で
寧
波
に
向
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
を
傍
証
す
る
史
料
と
し
て
、

成
宗
六
年
（
一
四
七
五
）
に
日
本
国
王
使
と
し
て
朝
鮮
に
渡
っ
た
博
多
商
人
性
春
（
宗

金
の
子
）
と
礼
曹
判
書
尹
子
雲
と
の
問
答
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
朝
鮮
国
王
成

宗
が
日
本
の
明
朝
へ
の
朝
貢
ル
ー
ト
を
尹
子
雲
に
問
い
か
け
た
際
、
彼
は
性
春
か
ら

聞
い
た
話
と
し
て
、「
泗（

四
国
（州

を
発
船
し
、
薩
摩
洲
胡
揬
山
を
歴
て
、
覇（

博
多
（

家
台
に
到
り
、

五
島
に
循よ

り
、
中
国
閩（

福
州
（府

に
泊
す
る
を
得
る
。
海
子
由
り
三
朔
を
経
、
通
州
に
達
し
、

皇
城
に
抵い

た

る
。
閩
府
乃
ち
南
方
閩
越
の
地
な
り
」（『
成
宗
実
録
』
六
年
八
月
庚
寅
条
）

と
回
答
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
の
遣
明
船
が
南
海
路
で
南
九
州
に
至
っ
た
後
、

大
友
氏
や
少
弐
氏
が
占
有
す
る
博
多
に
寄
港
し
て
か
ら
、
大
洋
路
で
渡
海
す
る
こ
と

を
予
定
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
時
、
寧
波
で
は
な
く
て
福
州
の
名
前
が
出

て
く
る
こ
と
に
関
し
て
は
検
討
を
要
す
る

（
（
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
南
海
路
を
使
用
し

て
南
九
州
へ
至
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
南
下
し
て
南
島
路
を
使
う
こ
と
は
な
く
、

日
中
航
路
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
で
あ
る
大
洋
路
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
遣
明
船
派
遣
に
先
立
つ
約
一
年
半
前
に
は
、
湯
川
宣
阿
を
は
じ
め
と
す
る
有
力

堺
商
人
が
朝
貢
品
と
し
て
重
要
な
南
海
産
物
の
調
達
の
た
め
に
「
琉
球
国
渡
海
船
」
を

出
し
て
い
た
（『
島
津
家
文
書
』
一
―
二
八
〇
号
）。
こ
の
頃
、
堺
か
ら
は
「
琉
球
渡
海

船
」
が
頻
繁
に
出
て
お
り
、
そ
れ
を
細
川
方
が
島
津
氏
を
通
じ
て
統
制
し
よ
う
と
し
て

い
た
（『
島
津
家
文
書
』
一
―
二
七
九
号
）。
文
明
期
か
ら
永
正
期
に
お
い
て
は
、
細
川

氏
―
堺
商
人
―
島
津
氏
―
琉
球
と
い
う
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
〔
橋

図8　現在の下田。手前の住宅街はかつて砂州裏の船溜まりか。
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本
雄
一
九
九
八
〕〔
黒
嶋
敏
二
〇
一
二
〕。
こ
う
し
た
堺
か
ら
の
琉
球
渡
海
船
が
、
ど
の

よ
う
な
航
路
で
琉
球
へ
赴
い
て
い
た
の
を
物
語
る
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、
応
仁
・
文

明
の
乱
中
、
細
川
方
と
密
接
な
堺
商
人
の
船
が
、
大
内
方
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
て
い
る

瀬
戸
内
海
を
避
け
て
南
海
路
を
使
用
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

文
明
八
年
度
遣
明
船
は
、
成
化
一
四
年
（
一
四
七
八
）
七
月
、
日
本
へ
帰
国
す
る

際
に
済
州
島
に
流
さ
れ
る
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
遇
し
た
（『
成
宗
実
録
』
九
年
七

月
乙
酉
条
）。
そ
の
結
果
、
一
部
の
乗
組
員
が
現
地
で
命
を
落
と
す
と
い
う
災
難
に

見
舞
わ
れ
た
が
（『
成
宗
実
録
』
一
一
年
七
月
癸
未
条
）、
最
終
的
に
は
文
明
一
〇
年

（
一
四
七
八
）
一
〇
月
末
に
無
事
に
帰
京
を
果
た
し
た
。
そ
の
際
、
同
年
二
月
に
足

利
義
政
が
島
津
忠
昌
に
対
し
て
遣
明
船
の
帰
国
を
補
助
す
る
よ
う
命
令
し
て
い
る
。

前
回
の
応
仁
度
遣
明
船
の
際
、
室
町
幕
府
は
遣
明
船
が
通
過
す
る
瀬
戸
内
海
か
ら
北

部
九
州
を
経
て
五
島
列
島
へ
と
至
る
航
路
沿
い
の
領
主
に
対
し
て
警
固
依
頼
を
し
て

い
た
が
、
南
九
州
の
島
津
氏
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
（『
戊
子
入
明
記
』）。
こ
れ
は
、

応
仁
度
遣
明
船
の
当
初
の
計
画
で
は
、
往
路
・
復
路
と
も
に
中
国
海
路
の
使
用
を
想

定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
ル
ー
ト
か
ら
外
れ
る
島
津
氏
は
依
頼
の
対
象
外
で

あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
、
義
政
が
島
津
氏
に
対
し
て
遣
明
船
に
か
か

る
御
内
書
を
発
給
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
文
明
八
年
度
遣
明
船
が
南
海
路
を
経
て
堺

へ
帰
港
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
〔
小
葉
田
淳
一
九
四
一
〕。
つ
ま
り
、
文
明
八

年
度
遣
明
船
は
、
寧
波
か
ら
済
州
島
ま
で
漂
流
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
済
州
島
か

ら
九
州
西
岸
を
南
下
し
、
南
九
州
か
ら
南
海
路
で
堺
へ
戻
っ
た
こ
と
に
な
る
。

す
で
に
応
仁
・
文
明
の
乱
は
終
結
し
、
大
内
政
弘
も
足
利
義
政
と
和
睦
し
て
文
明

九
年
（
一
四
七
七
）
末
に
は
山
口
へ
帰
国
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
明
八
年
度

遣
明
船
が
時
間
の
か
か
る
南
海
路
を
選
択
し
た
理
由
は
定
か
で
な
い
。
た
だ
し
、
遣
明

船
が
帰
国
す
る
頃
、
京
都
か
ら
帰
国
し
た
大
内
政
弘
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
中
に
奪
わ

れ
た
北
部
九
州
地
域
を
少
弐
氏
か
ら
奪
還
す
る
た
め
に
軍
事
行
動
を
起
こ
し
て
い
た
。

事
実
、
政
弘
は
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
八
月
末
に
関
門
海
峡
を
渡
り
、
九
月
に
は

少
弐
氏
を
圧
倒
し
て
豊
前
と
筑
前
を
制
圧
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
、

お
そ
ら
く
足
利
義
政
は
文
明
八
年
度
遣
明
船
が
こ
う
し
た
北
部
九
州
地
域
の
戦
乱
に

巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、南
海
路
を
使
っ
て
帰
京
さ
せ
た
も
の
と
推
断
で
き
る
。

④
文
明
一
五
年
度
遣
明
船

文
明
一
五
年
度
遣
明
船
は
、
一
号
船
（
公
方
船
）、
二
号
船
（
内
裏
船
）、
三
号
船

（
公
方
船
）
の
船
団
構
成
で
あ
り
、
堺
の
取し

ゆ
り
ゆ
う

龍
が
事
実
上
の
経
営
者
で
あ
っ
た
〔
伊
藤

幸
司
二
〇
〇
二
ａ
〕。
こ
の
遣
明
船
は
、
文
明
一
五
年
（
一
四
八
三
）
末
に
堺
か
ら
出

発
し
た
が
、「
長
門
以
下
路
次
難
儀
の
間
、
土
佐
幡
多
で
越
年
す
べ
し
。
四
国
よ
り
渡

唐
す
べ
し
と
云
々
」（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
一
五
年
一
二
月
一
二
日
条
）
と

あ
る
の
で
、
南
海
路
を
使
い
、
土
佐
国
幡
多
庄
の
湊
を
経
由
し
て
入
明
し
た
こ
と
が

分
か
る
。「
長
門
以
下
路
次
難
儀
」
と
は
、
北
部
九
州
地
域
に
お
け
る
大
内
政
弘
と

少
弐
政
資
と
の
争
い
に
よ
り
、
関
門
海
峡
を
大
内
方
の
兵
船
が
往
き
来
す
る
状
況
を

い
っ
て
い
る
。
こ
の
争
乱
で
は
、
東
肥
前
の
綾
部
城
の
渋
川
万
寿
丸
を
少
弐
政
資
が

攻
め
た
た
め
、
文
明
一
五
年
（
一
四
八
三
）
五
月
以
前
、
室
町
幕
府
は
大
内
政
弘
に

対
し
て
渋
川
万
寿
丸
を
助
け
て
少
弐
氏
を
討
つ
よ
う
命
令
を
出
し
て
い
た
〔
川
添
昭

二
一
九
七
八
〕。
同
年
四
月
、「
嶋
津
一
族
」に
対
し
て
、幕
府
は「
日
向
国
中
津
々
浦
々
」

に
お
い
て
遣
明
船
警
固
を
厳
重
に
行
う
よ
う
命
令
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と

（『
島
津
家
文
書
』
一
―
二
八
五
号
）、
幕
府
は
北
部
九
州
地
域
の
争
乱
を
懸
念
し
て
、

早
い
段
階
か
ら
遣
明
船
の
ル
ー
ト
と
し
て
南
海
路
を
選
択
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
遣
明
船
が
越
年
逗
留
し
た
土
佐
幡
多
に
つ
い
て
は
、
下
田
と
す
る
説
に
対
し

て
〔
堺
市
役
所
一
九
二
九
、五
一
〇
頁
〕、
文
明
一
六
年
（
一
四
八
四
）
に
一
条
教
房
の

若
君
が
寄
港
し
た
「
南
海
之
津
」（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
一
六
年
七
月
二
四

日
条
）
と
言
わ
れ
た
土
佐
清
水
に
比
定
す
る
説
も
あ
る
〔
朝
倉
慶
景
二
〇
〇
〇
〕。

文
明
一
五
年
度
遣
明
船
は
、
同
一
七
年
（
一
四
八
五
）
一
二
月
以
前
に
は
五
島
列

島
の
奈
留
浦
に
戻
っ
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
、
遣
明
船
の
居こ

座ざ

で
あ
っ
た
粛し

ゆ
く
げ
ん
じ
ゆ
げ
ん

元
寿
厳
と

東と
う
き
こ
う
し
よ
う

帰
光
松
は
、
室
町
幕
府
に
対
し
て
帰
路
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
報
告
を
し
て
い
る
。

注
進
状
に
よ
る
と
、遣
明
船
の
帰
路
は
先
規（「
帰
朝
舟
先
規
」）で
は
南
海
路
で
あ
り
、



63

［遣明船と南海路］……伊藤幸司

そ
れ
だ
と
来
年
の
四
、五
月
頃
の
到
着
と
な
る
が
、
中
国
海
路
だ
と
今
度
の
正
月
末

頃
に
は
戻
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
（『
蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
一
七
年
一
二
月
二
四

日
条
）。
こ
こ
で
、興
味
深
い
の
は
、南
海
路
を
使
用
す
る
こ
と
が
遣
明
船
の
「
先
規
」

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
帰
路
の
遣
明
船
の
南
海
路
使
用
は
、
応
仁

度
の
細
川
船
と
文
明
八
年
度
の
二
例
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
二
回
の
遣
明
船
に

乗
船
し
て
い
た
の
が
、
こ
の
時
幕
府
に
注
進
状
を
出
し
た
居
座
の
粛
元
寿
厳
で
あ
っ

た
た
め
、
彼
か
ら
す
れ
ば
も
は
や
遣
明
船
の
帰
路
は
南
海
路
と
い
う
の
が
通
常
の
こ

と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

結
局
、
こ
の
注
進
状
を
受
け
た
室
町
幕
府
側
で
は
、
赤
松
政
則
と
山
名
政
豊
と
の

「
備
之
前
中
後
播
州
四
カ
国
」
大
乱
で
中
国
海
路
が
不
安
定
化
し
て
い
る
こ
と
を
懸

念
し
、蔭
凉
職
の
亀
泉
集
証
と
足
利
義
政
が
南
海
路
を
支
持
し
た
が
、伊
勢
貞
宗
（
伊

勢
守
）
と
飯
尾
元
連
（
大
和
守
）
が
中
国
海
路
を
強
く
主
張
し
た
た
め
、
遣
明
船

は
中
国
海
路
で
文
明
一
八
年
（
一
四
八
六
）
七
月
に
無
事
堺
へ
帰
港
し
た
（『
蔭
凉

軒
日
録
』
文
明
一
七
年
一
二
月
二
四
日
条
、
同
一
八
年
七
月
六
日
条
）〔
小
葉
田
淳

一
九
四
一
〕。

⑤
明
応
度
遣
明
船

明
応
度
遣
明
船
は
、
一
号
船
（
細
川
船
）、
二
号
船
（
細
川
船
）、
三
号
船
（
公
方

船
）
の
船
団
構
成
で
あ
り
、
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
三
月
「
遣
唐
船
は
堺
之
津
を

出
て
大
洋
に
赴
く
と
云
々
」（『
蔭
凉
軒
日
録
』
同
年
同
月
一
一
日
条
）
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
堺
か
ら
出
発
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
遣
明
船
は
、
派
遣
準
備
段
階
に
お

い
て
、
朝
貢
品
調
達
負
担
と
の
交
換
条
件
で
、
大
内
氏
に
対
し
て
勘
合
が
割
り
当
て

ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
が
、
細
川
京
兆
家
な
ど
の
横
槍
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
大
内
氏

が
経
営
者
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
〔
橋
本
雄
二
〇
〇
五
ａ
、
二
一
〇
頁
〕。
ゆ
え
に
、

細
川
船
と
し
て
は
、
堺
か
ら
の
航
路
を
、
大
内
領
国
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

中
国
海
路
よ
り
は
、
南
海
路
を
選
択
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
の
「
堺
之
津

を
出
て
大
洋
に
赴
く
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
堺
か
ら
中

国
海
路
を
使
っ
た
場
合
、「
大
洋
」
に
出
る
た
め
に
は
瀬
戸
内
海
や
北
部
九
州
の
通

過
後
と
な
る
が
、南
海
路
で
あ
れ
ば
紀
伊
水
道
を
抜
け
れ
ば
す
ぐ
に「
大
洋
」と
な
る
。

こ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、「
堺
之
津
を
出
て
大
洋
に
赴
く
」
と
は
、
堺
か
ら
紀
伊
水

道
を
抜
け
て
太
平
洋
に
向
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
の
段
階
で
、
室
町
幕
府
が
島
津
忠
昌
に
対
し
て

遣
明
船
警
固
の
依
頼
を
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
〔
小
葉
田
淳
一
九
四
一
、九
七

頁
〕、
当
初
か
ら
南
海
路
を
選
択
肢
と
し
て
考
慮
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
事
実
、

こ
の
遣
明
船
は
、
堺
を
出
発
し
た
後
、
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
八
月
一
五
日
に

日
向
国
油
津
沖
（
日
向
灘
梅
浜
沖
）
で
難
船
（
破
損
あ
る
い
は
座
礁
か
）
し
、
乗

船
し
て
い
た
古こ

川せ
ん

清せ
い

勤ご
ん

（
臨
済
宗
大
鑑
派
）
が
溺
死
し
た
と
あ
る
の
で
〔
玉
村
竹

二
一
九
八
三
、一
九
五
頁
〕、
こ
の
頃
に
は
九
州
近
海
に
到
達
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
年
一
〇
月
下
旬
に
は
「
日
州
南
浦
口
」
に
停
泊
し
て
い
る
（『
島
隠
漁
唱
』）。
三

月
に
堺
を
立
っ
た
遣
明
船
が
、
南
海
路
経
由
で
日
向
国
に
至
る
時
間
の
か
か
り
具
合

を
考
え
れ
ば
、
遣
明
船
は
土
佐
国
の
甲
浦
、
浦
戸
、
幡
多
庄
（
下
田
）
な
ど
の
要
港

で
長
期
の
風
待
ち
を
し
な
が
ら
日
向
国
に
到
着
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

明
応
度
遣
明
船
に
乗
船
し
た
人
物
に
佐
々
木
永
春
（
東
林
居
士
）
と
い
う
人
物
が

い
る
〔
藤
田
明
良
二
〇
〇
八
〕。
永
春
に
つ
い
て
は
、伊
地
知
季
安
の
『
西
藩
儒
林
伝
』

で
「（
明
応
）
二
年
秋
、
永
春
日
州
を
西
遊
し
、
桂
庵
を
問
学
す
」
と
あ
る
。
佐
々

木
永
春
が
訪
ね
た
桂
庵
玄
樹
は
、
応
仁
度
遣
明
船
の
三
号
船
（
大
内
船
）
の
土と

官か
ん

と

し
て
入
明
し
た
後
、
薩
摩
島
津
氏
の
招
き
に
応
じ
て
南
九
州
へ
赴
い
た
外
交
僧
で
あ

る
。
室
町
幕
府
の
遣
明
船
警
固
を
命
令
さ
れ
た
島
津
忠
昌
が
、
南
海
路
の
ル
ー
ト
に

あ
る
日
向
国
を
支
配
す
る
島
津
豊
州
家
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
〇
三
〕
の
も
と
へ
桂
庵
玄

樹
を
派
遣
し
、
飫お

肥び

の
日
向
安
国
寺
に
入
れ
て
い
る
の
は
、
明
応
度
遣
明
船
に
対
応

す
る
た
め
の
島
津
氏
の
配
慮
と
い
え
る
〔
藤
田
明
良
二
〇
〇
八
〕。
日
向
国
の
要
港

を
支
配
す
る
島
津
豊
州
家
（
忠
廉
・
忠
朝
）
は
、
南
海
路
を
使
用
す
る
際
に
は
、
そ

の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
〇
三
〕。

こ
う
し
て
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
ま
で
日
向
国
に
逗
留
し
た
遣
明
船
は
、
南
九
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州
か
ら
入
明
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
同
年
八
月
以
前
に
は
寧
波
に
到
着
し
た
（『
漢
学

紀
源
』）。
そ
し
て
、
明
朝
で
の
役
目
を
無
事
に
果
た
し
、
弘
治
九
年
（
一
四
九
六
）
七

月
中
に
は
寧
波
か
ら
帰
国
の
途
に
就
い
た
と
思
わ
れ
る
〔
小
葉
田
淳
一
九
四
一
〕。
し
か

し
、
こ
の
遣
明
船
が
帰
国
の
途
に
就
く
直
前
、
日
本
国
内
で
は
、
明
応
の
政
変
に
よ
っ

て
越
前
朝
倉
氏
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
い
た
流
れ
公
方
・
足
利
義
材
が
、
対
立
す
る
足

利
義
澄
・
細
川
政
元
の
下
へ
戻
る
遣
明
船
を
、
大
内
氏
、
大
友
氏
、
島
津
氏
に
兵
糧
米

と
し
て
一
艘
づ
つ
下
賜
す
る
と
い
う
御
内
書
を
出
し
、
彼
ら
が
そ
の
命
を
奉
じ
た
と
い

う
風
聞
が
流
れ
て
い
た
（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
明
応
五
年
四
月
二
八
日
条
）。
そ
の

実
効
性
は
定
か
で
な
い
が
、
明
応
度
遣
明
船
か
ら
排
除
さ
れ
た
大
内
氏
の
影
響
下
に
あ

る
中
国
海
路
を
使
用
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
明
応
度
遣
明
船
は
復
路

も
南
海
路
経
由
で
帰
国
し
た
よ
う
で
あ
る
。
室
町
幕
府
も
、
島
津
豊
州
家
と
遣
明
船

を
め
ぐ
っ
て
文
書
の
や
り
取
り
を
行
っ
て
お
り
、遣
明
船
は
南
九
州
で
の
逗
留
を
経
て
、

明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
八
月
頃
に
堺
に
戻
っ
た
と
い
う
〔
小
葉
田
淳
一
九
四
一
〕。

⑥
永
正
度
遣
明
船

永
正
度
遣
明
船
は
、
大
内
氏
が
、
約
四
〇
年
ぶ
り
に
遣
明
船
事
業
に
復
帰
し
、
一

号
船
（
大
内
船
）、
二
号
船
（
細
川
船
）、
三
号
船
（
大
内
船
）
の
船
団
構
成
で
派
遣

さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
、
遣
明
船
正
使
を
務
め
た
了
庵
桂
悟
は
、
永
正
三
年

（
一
五
〇
六
）
二
月
頃
に
堺
へ
下
向
し
、
一
一
月
に
住
吉
か
ら
出
航
後
、
瀬
戸
内
海

を
経
て
、
大
内
領
国
の
赤
間
関
や
博
多
に
滞
在
し
て
い
る
。
了
庵
桂
悟
が
、
中
国
海

路
を
使
用
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
堺
で
艤
装
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
二
号
船
の
細
川
船

も
、
お
そ
ら
く
博
多
か
ら
大
内
船
と
行
動
を
共
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
〔
小
葉
田
淳

一
九
四
一
〕。
な
お
、
細
川
船
が
堺
か
ら
博
多
に
至
る
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
中
国

海
路
を
使
っ
た
の
か
南
海
路
を
使
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
明
応
の

政
変
で
流
浪
の
公
方
と
な
っ
た
足
利
義
稙（
義
材
、義
尹
）が
明
応
八
年（
一
四
九
九
）

に
周
防
国
山
口
に
入
り
、
足
利
義
稙
と
大
内
義
興
と
が
政
治
的
に
結
託
し
、
足
利
義

澄
・
細
川
政
元
政
権
と
対
立
し
て
い
る
時
期
で
あ
れ
ば
、
細
川
船
は
堺
か
ら
南
海
路

を
使
っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
な
お
、
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
五
月
末
の
時
点

で
、
京
都
か
ら
入
明
の
た
め
に
西
国
へ
下
向
し
よ
う
と
す
る
禅
僧
が
い
る
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
遣
明
船
の
準
備
は
い
ま
だ
整
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
（『
実
隆
公

記
』
同
年
五
月
二
七
日
条
）。
お
そ
ら
く
、
細
川
船
の
堺
出
港
も
こ
れ
以
後
の
こ
と

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
六
月
に
細
川

政
元
が
暗
殺
さ
れ
、
そ
の
後
、
永
正
五
年
（
一
四
〇
八
）
六
月
以
降
、
足
利
義
稙
を

奉
じ
る
大
内
義
興
と
細
川
高
国
と
の
連
合
政
権
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
細
川
船
は
中
国
海
路
を
と
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

永
正
度
遣
明
船
の
船
団
は
、
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
正
月
に
入
明
し
よ
う
と
し

た
が
、逆
風
の
た
め
に
吹
き
戻
さ
れ
て
失
敗
し
た
。
そ
の
後
、永
正
八
年（
一
五
一
一
）

春
に
寧
波
に
向
け
て
出
航
し
〔
小
葉
田
淳
一
九
四
一
〕、
明
朝
で
の
使
命
を
無
事
に

終
え
て
、
正
徳
八
年
（
一
五
一
三
）
五
月
中
旬
以
降
に
寧
波
か
ら
帰
国
の
途
に
就
い

て
い
る
。
そ
し
て
、
永
正
一
〇
年
（
一
五
一
三
）
六
月
下
旬
以
前
に
博
多
湾
近
海
に

到
着
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
室
町
幕
府
の
遣
明
船
警
固
命
令
に
よ
っ

て
、
大
内
船
で
あ
っ
た
一
号
船
と
三
号
船
は
大
内
義
興
麾
下
の
警
固
船
に
よ
っ
て
守

ら
れ
、
細
川
船
は
細
川
氏
と
密
接
な
大
友
義
長
管
下
の
水
軍
に
よ
っ
て
護
衛
さ
れ

た
と
推
測
さ
れ
る

（
（
（

。
し
か
し
、
細
川
船
に
つ
い
て
は
、
船
が
豊
前
・
豊
後
に
さ
し

か
か
っ
た
と
こ
ろ
（
周
防
灘
海
域
か
）
で
、
警
固
衆
と
し
て
乗
り
込
ん
だ
「
中
乗
」

と
船
頭
と
が
衝
突
す
る
「
喧
嘩
」
が
勃
発
し
た
た
め
、「
客
衆
」
が
警
固
衆
を
振
り

切
っ
て
勝
手
に
操
船
し
、
豊
後
水
道
を
抜
け
て
日
向
国
外と

の

浦う
ら

ま
で
逃
走
す
る
と
い
う

事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
事
態
を
受
け
て
、
細
川
高
国
は
日
向
国
東
岸
を
掌
握
す
る

島
津
忠
朝
に
細
川
船
の
警
固
と
畿
内
へ
の
送
還
を
依
頼
し
（
六
月
二
三
日
付
）、
大

友
義
長
は
国
東
衆
を
派
遣
し
て
細
川
船
を
追
捕
し
た
（
七
月
一
九
日
付
）〔
橋
本
雄

二
〇
〇
五
ｂ
〕。
こ
の
一
件
で
は
、
島
津
忠
朝
が
細
川
高
国
と
「
鬱
憤
」
す
る
大
友
義

長
と
の
仲
介
を
積
極
的
に
行
っ
た
よ
う
で
、
細
川
船
も
結
果
的
に
堺
へ
帰
港
し
た
と

考
え
ら
れ
る〔
伊
川
健
二
二
〇
〇
七
、
一
〇
二
頁
〕〔
橋
本
雄
二
〇
〇
五
ｂ
〕。
た
だ
し
、

南
九
州
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
細
川
船
が
、
堺
ま
で
ど
の
ル
ー
ト
で
帰
港
し
た
の
か
は
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分
か
ら
な
い
も
の
の
、
島
津
忠
朝
の
尽
力
で
細
川
船
の
客
衆
が
帰
国
で
き
た
と
い
う

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
南
海
路
を
使
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
永
正
度
遣
明
船
に
は
、
景
泰
約
条
に
も
と
づ
く
正
規
の
三
艘
の

船
団
と
は
別
に
、
細
川
氏
が
宋
素
卿
を
綱
司
、
佐
々
木
永
春
を
居
座
と
す
る
四
号
船

を
枝
船
と
し
て
独
自
に
派
遣
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
正
規
の
船
団
構
成
に
お
い
て
、

大
内
船
が
二
艘
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
細
川
船
が
一
艘
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に

対
す
る
対
抗
処
置
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
号
船
は
、
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）
春
に
堺

を
出
発
し
、
同
年
五
月
に
寧
波
に
到
着
し
た
。
そ
の
航
路
は
、「
間
道
よ
り
南
海
に

渉
り
て
来
朝
す
」（『
壬
申
入
明
記
』）
と
あ
る
の
で
南
海
路
で
あ
っ
た
〔
小
葉
田
淳

一
九
四
一
〕。
ま
た
、
こ
の
船
は
、
正
徳
五
年
（
一
五
一
〇
）
五
、六
月
頃
に
帰
港
し

た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
〔
小
葉
田
淳
一
九
四
一
〕、
い
ま
だ
正
規
の
遣
明
船
が
入

明
し
て
い
な
い
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
北
部
九
州
か
ら
中
国
海
路
を
経
由
し
た
と
は

到
底
考
え
ら
れ
ず
、
南
海
路
に
て
堺
へ
戻
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑦
大
永
度
遣
明
船

大
永
度
遣
明
船
は
、
足
利
義
稙
―
大
内
義
興
と
足
利
義
晴
―
細
川
高
国
と
の
対
立

に
よ
り
、
大
内
氏
が
正
徳
新
勘
合
を
使
用
し
て
三
艘
を
、
細
川
氏
が
弘
治
旧
勘
合
を

使
用
し
て
一
艘
を
、
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
す
る
事
態
と
な
っ
た
〔
橋
本
雄
二
〇
〇
五
ａ
〕。

永
正
一
六
年
（
一
五
一
九
）、
室
町
幕
府
（
足
利
義
稙
）
か
ら
島
津
勝
久
に
対
し

て
遣
明
船
警
固
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
仲
介
し
た
の
は
大
内
義
興
で

あ
っ
た
。
永
正
一
八
年
（
一
五
二
一
）、
大
内
氏
は
、
堺
商
人
池
永
修
理
の
船
を
日

向
国
油
津
で
新
造
す
る
こ
と
や
、
細
川
船
の
抑
留
を
島
津
忠
朝
に
依
頼
し
た
。
た
だ

し
、
忠
朝
は
細
川
高
国
と
の
関
係
も
維
持
す
る
た
め
に
、
大
内
氏
に
よ
る
抑
留
要
請

に
は
応
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
池
永
修
理
船
に
は
、
日
向
安
国
寺
の
月
渚
英
乗
が
居

座
と
し
て
乗
船
し
た
〔
小
葉
田
一
九
四
一
：
一
三
八
頁
〕。

大
内
氏
の
遣
明
船
の
う
ち
池
永
修
理
船
が
南
海
路
を
使
用
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
南
海
路
と
ゆ
か
り
の
あ
る
堺
商
人
が
主
導
す
る
遣
明
船
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
大
内
氏
は
、
文
明
年
間
以
降
、
日
明
貿
易
に
進
出
し
て
き
た
堺
商
人

を
重
要
視
し
、
永
正
度
遣
明
船
か
ら
堺
商
人
を
み
ず
か
ら
の
遣
明
船
活
動
に
取
り
込

ん
で
い
た
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
〇
二
ｂ
〕。
一
方
、
謙
道
宗
設
を
乗
せ
た
大
内
船
の
主

力
は
、
通
常
通
り
、
大
内
領
国
内
で
艤
装
さ
れ
、
博
多
か
ら
五
島
列
島
を
経
て
入
明

し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
池
永
船
に
乗
船
し
た
中
林
に
よ
れ
ば
、
薩
摩
州
で
風
待
ち
を

し
た
後
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
三
月
に
「
鳥
頭
島
」
か
ら
発
船
し
て
、
四
月
に

寧
波
に
到
着
し
た
と
い
う
（『
中
宗
実
録
』
一
八
年
六
月
癸
丑
条
）。「
鳥
頭
島
」
は

不
詳
で
あ
る
が
、肥
前
国
九
十
九
島
の
鳥
頭
島
（
現
在
の
長
崎
県
佐
世
保
市
鹿
町
町
）

か
肥
前
鳥
島
（
男
女
群
島
の
北
西
三
〇
㎞
）
が
候
補
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら

く
、
謙
道
宗
設
ら
の
船
団
と
合
流
し
て
寧
波
に
向
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

永
正
一
七
年
（
一
五
二
〇
）、
細
川
高
国
は
、
吉
河
出
雲
守
を
種
子
島
氏
の
も
と

へ
派
遣
し
、
遣
明
船
の
造
船
に
つ
い
て
交
渉
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
日
向
国
の
島

津
忠
朝
に
も
連
絡
を
取
っ
た
。
こ
れ
は
、
堺
商
人
日
向
屋
修
理
が
差
配
す
る
細
川
一

号
船
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
細
川
氏
は
、
さ
ら
に
堺
で
用
意
さ
れ
た
絹
川
佐
渡
入
道

が
差
配
す
る
二
号
船
も
企
て
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
艘
の
遣
明
船
の
警
固
を
島
津
忠
朝

に
依
頼
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
大
内
氏
は
、
忠
朝
に
、
細
川
二
号
船
の
抑
留
を

要
請
し
た
〔
小
葉
田
淳
一
九
四
一
：
一
二
九
～
一
三
一
頁
〕。
結
局
、細
川
船
は
、当
初
、

堺
商
人
の
日
向
屋
と
木
屋
に
よ
っ
て
二
艘
の
渡
海
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
最
終
的

に
は
日
向
屋
の
船
の
み
が
入
明
し
た
〔
岡
本
真
二
〇
一
五
ａ
〕。

細
川
船
の
首
班
で
あ
る
鸞ら

ん
こ
う
し
よ
う
さ

岡
省
佐
は
、「
庚
辰
之
春
」（
永
正
一
七
年
・
一
五
二
〇
）

に
堺
を
出
て
、
南
海
路
経
由
で
南
九
州
に
向
か
っ
た
。
そ
の
際
、
土
佐
国
の
浦
戸
に

寄
港
し
て
、
自
分
の
受
業
師
で
あ
る
旭き

よ
く
し
ん
ず
い
こ
う

岑
瑞
杲
（
夢
窓
派
霊
松
門
派
）
の
も
と
を

訪
問
し
、
五
台
山
や
絶
海
中
津
の
祖
塔
を
巡
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
、
旭

岑
瑞
杲
は
郷
里
に
帰
っ
て
い
た
た
め
会
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
旭
岑
瑞
杲
は
、

絶
海
中
津
と
同
じ
く
土
佐
国
の
津
野
氏
を
出
自
と
す
る
禅
僧
で
、
絶
海
中
津
の
法
孫

と
な
る
。
京
都
相
国
寺
で
学
ん
だ
後
、
文
明
一
四
年
（
一
四
八
二
）
に
帰
郷
し
て
い

た
〔
玉
村
竹
二
一
九
八
三
、
一
〇
九
頁
〕。
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浦
戸
で
は
、「
碧
い
芦
の
湾
口
に
官
船
を
繋
ぐ
」（『
日
下
一
木
集
』）
と
あ
る
こ
と

か
ら
、「
官
船
」（
遣
明
船
）
が
海
港
で
は
な
く
、
河
川
の
下
流
域
か
ら
汽
水
域
上
部

に
生
息
す
る
芦
の
茂
る
湾
口
に
繋
留
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
浦
戸
湾
に
浮
か
ぶ
五

台
山
は
、「
一
葦
を
跨
ぎ
て
五
台
に
登
る
」（『
日
下
一
木
集
』）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
周
辺
が
葦
で
囲
わ
れ
て
い
た
。
浦
戸
湾
に
面
し
た
五
台
山
の
西
麓
に
は
、
四
国

に
お
け
る
臨
済
宗
夢
窓
派
の
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
吸
江
庵
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
時
、「
官
船
」
は
吸
江
庵
前
の
浦
戸
湾
内
に
係
留
さ
れ

た
も
の
と
推
断
で
き
る
。

江
戸
期
の
制
作
で
は
あ
る
が
、
桂
浜
か
ら
高
知
城
下
に
至
る
浦
戸
湾
近
郊
の
風
景

と
風
俗
を
描
い
た
「
浦
戸
湾
風
景
絵
巻
」（
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
蔵
）
と

い
う
絵
画
史
料
に
は
、浦
戸
湾
か
ら
吸
江
寺
周
辺
を
眺
め
た
場
面
も
描
か
れ
て
い
る
。

吸
江
寺
の
描
写
で
特
徴
的
な
の
は
、
吸
江
寺
門
前
の
浦
戸
湾
の
部
分
で
あ
る
。
吸
江

寺
の
正
面
に
は
、
浦
戸
湾
に
突
き
出
し
て
造
ら
れ
た
桟
橋
状
の
通
路
が
あ
り
、
そ
の

先
端
に
は
「
呑
海
亭
」
と
い
う
浮
御
堂
が
設
け
ら
れ
、
桟
橋
状
の
通
路
と
は
橋
で
繋

げ
ら
れ
て
い
る
。
桟
橋
状
の
通
路
や
「
呑
海
亭
」
に
は
船
が
着
け
ら
れ
、
人
の
乗
り

降
り
が
あ
る
た
め
、
桟
橋
状
の
通
路
や
「
呑
海
亭
」
に
は
船
着
き
場
の
機
能
が
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
呑
海
亭
」
の
右
方
面
に
は
、「
泊
船
岸
」
と
呼
ば
れ

る
場
所
が
あ
り
、数
隻
の
船
が
泊
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
る
「
呑
海
亭
」
や
「
泊

船
岸
」
は
、
す
で
に
夢
窓
疎
石
が
吸
江
庵
の
景
観
を
愛
し
て
選
ん
だ
吸
江
十
景
（
見

国
嶺
・
独
鈷
水
・
白
鷺
洲
・
粋
適
庵
・
呑
海
亭
・
雨
華
巌
・
泊
船
岸
・
玄
夫
島
・
潮

音
洞
・
磨
甎
堂
）
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
吸
江
十
景
は
、鄂
隠
慧
奯
の
「
仏

恵
正
続
国
師
鄂
隱
和
尚
行
録
」
で
も
確
認
で
き
る
）。
つ
ま
り
、「
浦
戸
湾
風
景
絵
巻
」

に
描
か
れ
る
よ
う
な
景
観
は
、
お
そ
ら
く
中
世
後
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
世
の
港
町
で
は
、
吸
江
庵
の
よ
う
な
港
町
の
禅
寺
が
、

港
の
港
湾
機
能
を
保
有
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
〇
二
ｃ
〕。

　

宋
希
璟
『
老
松
堂
日
本
行
録
』（
岩
波
文
庫
、
第
三
刷
、
二
〇
〇
三
年
）
九
一

　
　
　

 

海
徳
寺
〈
此
の
寺
、
湖
に
入
り
土
を
築
き
て
排な

ら

ぶ
。
四
面
み
な
海
水
。
禅（

マ

寺マ
（

な
り
。〉

　

 

招
堤
は
奇
絶
を
儘き

わ

め
、
殿
は
大
湖

の
中
に
入
る
。軒
外
に
鼇ご

う

身
黒
く
、

門
前
に
魚
眼
紅
し
。
錬
修
の
孤
閣

静
け
く
、
来
往
に
一
橋
通
ず
。
我

れ
は
問
う
坐
禅
の
者
に
、
能
く
知

る
や
性
本も

と

よ
り
空
な
る
を
と
。

海
徳
寺
は
、
尾
道
に
あ
る
時
宗
寺
院

で
あ
る
。
応
永
二
七
年
（
一
四
二
〇
）

朝
鮮
国
王
使
と
し
て
来
日
し
た
宋ソ

ン
ヒ
ギ
ヨ
ン

希
璟

が
、漢
詩
文
で
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
寺
は
海
に
突
き
出
て
建
っ
て
い
た

た
め
、「
沖
の
道
場
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
た
。
龍
灯
山
と
い
う
山
号
か
ら
、
海

徳
寺
は
尾
道
水
道
を
往
来
す
る
船
舶
の

灯
台
的
な
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
〇
二
ｃ
〕。
こ
こ

に
み
る
海
徳
寺
の
姿
は
、
ま
さ
に
吸
江

庵
の
呑
海
亭
と
類
似
す
る
も
の
が
あ

る
。
ま
た
、
都
市
博
多
の
海
浜
に
建
て

ら
れ
た
妙
楽
寺
の
呑
碧
楼
と
い
う
高
楼

の
建
物
は
、
日
中
を
往
来
す
る
多
く
の

禅
僧
が
詩
文
を
寄
せ
た
名
所
で
、
博
多

湾
を
往
来
す
る
船
舶
の
灯
台
的
な
役
割

が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
〔
川
添

昭
二
一
九
九
〇
〕。
浦
戸
湾
に
突
き
出

し
て
浮
か
ぶ
吸
江
庵
の
呑
海
亭
も
、
お
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そ
ら
く
同
じ
よ
う
な
機
能
が
あ
っ
た
も
の
と
推
断
さ
れ
る
。

一
方
、
同
じ
く
吸
江
十
景
に
登
場
し
、「
浦
戸
湾
風
景
絵
巻
」
で
も
船
の
繋
留
地

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
「
泊
船
岸
」
は
、
一
四
世
紀
中
葉
に
寄
進
を
受
け
た
吸
江
庵

本
領
の
南
限
「
法
師
崎
」
に
あ
る
。
浦
戸
湾
に
注
ぐ
国
分
川
と
下
田
川
の
合
流
点
に

位
置
し
、
河
川
を
利
用
し
た
水
運
で
、
寺
領
と
の
往
来
や
寺
領
か
ら
の
年
貢
の
積
み

卸
し
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
〔
楠
瀬
慶
太
二
〇
一
九
〕。「
泊
船
岸
」
が
、
河
川

交
通
と
浦
戸
湾
を
介
し
た
海
上
交
通
の
結
節
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
鸞
岡
省
佐
の
「
官
船
」
も
吸
江
庵
の
呑
海
亭
あ
る
い
は
泊
船

岸
の
附
近
に
繋
留
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

浦
戸
湾
に
滞
在
し
た
鸞
岡
省
佐
は
、
そ
の
後
、
日
向
安
国
寺
の
月
渚
英
乗
か
ら
、

同
年
「
孟
夏
」（
陰
暦
四
月
）
以
来
、
日
南
に
滞
在
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の

で
（『
日
下
一
木
集
』）、
こ
れ
以
前
に
は
土
佐
国
浦
戸
か
ら
足
摺
岬
を
迂
回
し
て
日

向
国
に
移
動
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
日
向
国
に
お
い
て
、
鸞
岡
省
佐
は
島
津
氏
や
野

辺
氏
な
ど
の
有
力
者
に
加
え
て
、
南
九
州
地
域
の
禅
僧
た
ち
と
交
流
し
た
（
詳
細
は

〔
福
島
金
治
一
九
九
八
〕
を
参
照
の
こ
と
）。

鸞
岡
省
佐
の
乗
船
す
る
細
川
一
号
船
は
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
閏
三
月
二
七

日
に
「
薩
州
之
津
」
を
出
港
し
、
四
月
二
七
日
に
寧
波
に
到
着
し
た
（『
日
本
帝
皇

年
代
記
』）。『
南
聘
紀
考
』
に
よ
れ
ば
、「
閏
三
月
二
十
七
日
、
山
川
よ
り
開
洋
す
」

と
あ
る
た
め
、「
薩
州
之
津
」
と
は
山
川
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
細
川
一

号
船
に
つ
い
て
、
薩
摩
国
の
出
港
後
、
種
子
島
で
さ
ら
に
艤
装
を
行
っ
た
と
す
る
可

能
性
の
指
摘
が
あ
る
〔
橋
本
雄
二
〇
一
一
〕。
た
だ
し
、
東
シ
ナ
海
の
横
断
は
順
調

に
い
け
ば
一
週
間
ほ
ど
で
可
能
で
あ
る
が
、
多
く
の
遣
明
船
の
場
合
、
風
の
影
響
を

受
け
、
往
路
で
は
寧
波
よ
り
南
方
へ
流
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
日
数
が
か
か
る
こ
と

は
珍
し
く
な
か
っ
た
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
一
三
〕。

大
永
度
遣
明
船
は
、
大
内
船
よ
り
遅
れ
て
寧
波
に
到
着
し
た
細
川
船
の
宋
素
卿

が
、
明
朝
の
官
憲
に
賄
賂
を
贈
り
、
大
内
船
よ
り
優
先
的
に
応
対
さ
れ
た
。
こ
れ
に

激
怒
し
た
謙
道
宗
設
は
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
五
月
、
細
川
船
の
鸞
岡
省
佐
を

殺
し
、
寧
波
の
役
所
を
焼
き
、
官
人
を
殺
傷
し
た
上
、
宋
素
卿
を
追
い
回
し
た
あ
げ

く
、
明
将
の
袁
璡
を
拉
致
し
て
洋
上
に
逃
げ
去
る
と
い
う
寧
波
の
乱
を
引
き
起
こ
し

た
。
お
そ
ら
く
、
謙
道
宗
設
の
大
内
船
は
、
大
洋
路
で
大
内
領
国
に
帰
国
し
た
の
で

あ
ろ
う
。『
歴
代
鎮
西
要
略
』
巻
五
に
よ
れ
ば
、大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
二
月
に
「
大

内
義
興
の
勘
合
船
」
が
筑
前
国
志
賀
島
で
破
損
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
〔
小
葉
田
淳

一
九
四
一
：
一
四
九
頁
〕。
た
だ
し
、
大
内
船
の
関
係
者
で
あ
る
中
林
や
望
古
多
羅
が
、

乱
後
、朝
鮮
に
漂
流
し
て
拘
留
さ
れ
、明
朝
に
送
還
さ
れ
て
い
る
。そ
の
際
、中
林
は「
唐

船
を
奪
い
、
二
官
人
を
擒
と
し
、
逃
げ
出
」
し
て
「
五
月
初
十
日
、
本
国
に
還
り
発

す
も
、十
八
日
悪
風
に
逢
い
、此
の
境
を
漂
白
す
」と
言
っ
て
い
る
。ま
た
、彼
ら
の
乗
っ

て
き
た
船
に
は
「
一
船
五
十
人
、
一
船
四
十
人
、
一
船
二
十
六
人
」
が
い
る
と
倭
人

が
回
答
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
（『
中
宗
実
録
』
一
八
年
五
月
丁
酉
条
、
六
月
癸

丑
条
、
一
九
年
八
月
甲
辰
条
）、
謙
道
宗
設
ら
逃
亡
し
た
大
内
船
の
人
び
と
は
、
帰
路

に
朝
鮮
半
島
に
流
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
同
船
し
て
い
た
多
く
の
人

が
漂
着
し
た
朝
鮮
と
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
と
な
り
、
戦
死
し
た
り
斬
ら
れ
た
り
し
た
よ

う
で
あ
る
（『
中
宗
実
録
』
二
三
年
八
月
戊
辰
条
）。
一
方
、
細
川
一
号
船
は
、
乱
の

被
害
の
結
果
、
乗
組
員
の
過
半
数
を
失
い
な
が
ら
も
、
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
七

月
に
屋
久
島
に
帰
着
し
た
（『
日
本
帝
皇
年
代
記
』）。
お
そ
ら
く
、
寧
波
か
ら
大
洋
路

を
使
用
し
、
男
女
群
島
付
近
か
ら
南
九
州
に
至
っ
た
も
の
と
推
断
す
る
。

⑧
天
文
一
三
年
度
遣
明
船

近
年
、
遣
明
船
の
歴
史
と
し
て
新
た
に
発
見
さ
れ
た
細
川
晴
元
の
天
文
一
三
年
度

遣
明
船
は
〔
村
井
章
介
ほ
か
二
〇
一
五
〕、
大
内
義
隆
の
天
文
八
年
度
遣
明
船
と
競

う
か
の
よ
う
に
派
遣
準
備
が
さ
れ
た
。
細
川
晴
元
の
主
導
の
も
と
進
め
ら
れ
た
遣
明

船
は
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
四
月
に
は
材
木
の
産
地
で
あ
る
幡
多
庄
を
支
配
す

る
土
佐
一
条
氏
の
も
と
で
船
の
建
造
が
始
ま
り
、
石
山
本
願
寺
の
証
如
の
も
つ
人
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協
力
を
得
つ
つ
、
堺
商
人
に
よ
っ
て
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の

際
、
本
願
寺
の
門
徒
と
思
わ
れ
る
板
原
次
郎
左
衛
門
が
堺
と
土
佐
と
の
間
を
往
来
し
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た
り
、
紀
伊
門
徒
に
対
し
て
水
夫
の
動
員
、
船
の
停
泊
や
警
固
な
ど
を
要
請
し
て
い

る
よ
う
に
〔
岡
本
真
二
〇
一
五
ａ
ｂ
〕、
準
備
活
動
は
南
海
路
の
沿
線
地
域
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
船
は
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
正
月
に
完

成
し
、
紀
伊
国
を
経
由
し
て
堺
へ
回
航
さ
れ
て
お
り
、
土
佐
国
か
ら
室
戸
岬
を
迂
回

し
て
紀
伊
水
道
に
至
る
南
海
路
が
使
わ
れ
た
。

た
だ
し
、
大
内
義
興
の
天
文
八
年
度
遣
明
船
と
比
較
す
る
と
、
準
備
の
遅
れ
は
否

め
な
か
っ
た
上
に
、
天
文
一
〇
年
（
一
五
四
一
）
末
か
そ
の
翌
年
初
頭
に
、
大
内

氏
の
画
策
に
よ
っ
て
室
町
幕
府
か
ら
派
遣
延
引
命
令
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
細

川
晴
元
の
主
導
す
る
遣
明
船
は
、
正
使
を
忠
叔
昌
恕
と
す
る
一
号
船
（
細
川
船
）、

副
使
を
寿
光
（
春
芳
霊
光
）
と
す
る
二
号
船
（
細
川
船
）
に
加
え
て
、
清
梁
を
乗

せ
た
大
友
義
鑑
の
三
号
船
（
大
友
船
）
も
参
加
す
る
船
団
構
成
で
、
天
文
一
三
年

（
一
五
四
四
）
に
揃
っ
て
種
子
島
を
出
発
し
た
。
し
か
し
、
往
路
で
嵐
に
遭
遇
し
、

二
号
船
は
辛
う
じ
て
寧
波
へ
到
着
し
た
が
、一
号
船
は
「
烏
有
と
化
し
」（「
鉄
炮
記
」）

て
行
方
不
明
と
な
り
、
三
号
船
も
損
傷
し
た
た
め
に
引
き
返
し
、
二
年
後
の
同
一
五

年
（
一
五
四
六
）
に
再
渡
航
し
た
。
さ
ら
に
、
無
事
に
入
明
し
た
遣
明
船
も
、
明

朝
か
ら
は
貢
期
違
犯
を
理
由
に
正
式
に
受
け
付
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
〔
岡
本
真

二
〇
一
五
ａ
ｂ
〕（
当
該
遣
明
船
の
構
成
に
つ
い
て
は
所
説
あ
る
が
、
本
稿
で
は
岡
本

説
を
採
用
し
て
い
る
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
二
〇
〕）。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
先
学
に
学
び
つ
つ
、「
南
海
路
」
の
実
像
に
つ
い
て
遣
明
船
を
中
心

に
考
察
を
し
て
き
た
。
一
五
世
紀
後
半
、
応
仁
度
遣
明
船
の
細
川
船
一
艘
が
帰
路
に

南
海
路
を
通
っ
て
堺
へ
帰
着
し
て
以
降
、
文
明
八
年
度
（
三
艘
・
往
路
／
復
路
）、

同
一
五
年
度
（
三
艘
・
往
路
）、
明
応
度
（
三
艘
・
往
路
／
復
路
）、
永
正
度
（
一
艘
・

往
路
／
復
路
、〔
さ
ら
に
一
艘
・
復
路
の
可
能
性
〕）、
大
永
度
（
一
艘
・
往
路
／
復
路
）、

天
文
一
三
年
度
（
三
艘
・
往
路
／
復
路
）
の
遣
明
船
が
南
海
路
を
使
用
し
た
。
応
仁

度
遣
明
船
の
細
川
船
が
、
そ
の
帰
路
に
お
い
て
、
応
仁
・
文
明
の
乱
と
い
う
非
常
事

態
の
な
か
、
臨
機
応
変
に
南
海
路
と
い
う
選
択
肢
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ

れ
以
前
か
ら
、
南
海
路
を
通
じ
た
交
流
が
少
な
か
ら
ず
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
歴
史

的
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
内
領
国
に
あ
る
門
司
の
船
・
宮
丸
を

使
い
な
が
ら
、
細
川
船
の
航
路
を
南
海
路
へ
と
導
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
細
川
船
に

客
衆
と
し
て
乗
船
し
て
い
た
堺
商
人
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
な
お
、
南
海
路
を
使
用

し
た
遣
明
船
の
ル
ー
ト
は
、
南
九
州
―
甑
島
―
（
奈
留
）
―
男
女
群
島
を
経
て
大
洋

路
で
寧
波
と
の
間
を
往
来
し
た
と
推
断
す
る
。

南
海
路
に
遣
明
船
が
就
航
し
た
一
五
世
紀
後
半
以
降
、
と
り
わ
け
一
六
世
紀
中
葉

以
降
、
南
海
路
は
そ
れ
ま
で
と
比
べ
て
活
況
を
呈
し
た
感
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
遣
明

船
が
及
ぼ
し
た
影
響
と
い
う
よ
り
は
、
東
ア
ジ
ア
海
域
を
め
ぐ
る
海
上
勢
力
の
動
向

の
変
動
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
明
朝
の
朝
貢
・
海
禁
体
制
の
弛
緩
に
と
も
な
う

華
人
海
商
の
活
動
の
活
発
化
は
、
中
世
日
本
に
お
け
る
国
際
貿
易
港
と
し
て
絶
対
的

な
地
位
を
誇
っ
て
い
た
博
多
の
地
位
低
下
を
も
た
ら
し
、
貿
易
拠
点
の
多
元
化
を
進

め
た
〔
羽
田
正
二
〇
一
三
〕。
そ
の
結
果
、
博
多
を
経
由
し
な
い
航
路
の
需
要
が
高

ま
る
な
か
に
お
い
て
南
海
路
の
比
重
も
相
対
的
に
向
上
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
相
対
的
に
南
海
路
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
過
去
の

南
海
路
の
あ
り
方
と
比
較
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
九
州
と
畿
内
と
を
結
ぶ
航
路
と
し

て
は
、
や
は
り
中
国
海
路
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
例
え
、
南
九
州

か
ら
豊
後
水
道
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
水
道
を
横
断
し
て
四
国
の
土
佐
湾
沿
岸
か
ら

南
海
路
で
畿
内
へ
向
か
う
ル
ー
ト
以
上
に
、
豊
後
水
道
か
ら
豊
予
海
峡
を
越
え
て

瀬
戸
内
海
に
入
っ
て
畿
内
を
目
指
す
ル
ー
ト
の
方
が
圧
倒
的
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
一
六
世
紀
中
葉
以
降
、
日
本
に
や
っ
て
来
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
も
、

南
九
州
か
ら
畿
内
へ
向
か
う
際
、
多
く
は
中
国
海
路
を
使
用
し
て
お
り
、
南
海
路
を

選
ぶ
場
合
は
少
な
か
っ
た
。
太
平
洋
に
直
面
し
、
足
摺
岬
と
室
戸
岬
と
い
う
難
所
を

通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
南
海
路
の
航
海
は
、
穏
や
か
な
瀬
戸
内
海
を
進
む
中
国

海
路
の
航
海
と
比
較
す
る
と
、
圧
倒
的
に
過
酷
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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［遣明船と南海路］……伊藤幸司

（
1
）　

橋
本
は
、
初
期
日
明
関
係
の
島
津
船
な
ど
を
南
島
路
経
由
で
渡
海
し
た
と
推
測
し
て
い
る
。

し
か
し
、
南
九
州
と
い
え
ど
も
、
明
初
の
都
で
あ
る
南
京
に
行
く
た
め
に
は
、
黒
潮
を
横
断

し
て
福
建
に
向
か
う
南
島
路
よ
り
も
、
寧
波
と
接
続
す
る
大
洋
路
を
使
用
す
る
方
が
は
る
か

に
至
便
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
島
津
船
も
南
九
州
を
出
船
し
、
九
州
西
岸
の
甑
島
か

ら
男
女
群
島
を
経
て
、
通
常
の
大
洋
路
で
寧
波
に
渡
海
し
た
も
の
と
想
定
す
る
。

　
　
　

な
お
、
南
島
路
に
つ
い
て
は
別
稿
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
二
一
〕
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
2
）　

後
述
す
る
よ
う
に
、
大
永
度
遣
明
船
の
細
川
船
が
帰
路
、
屋
久
島
に
漂
着
し
た
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、寧
波
か
ら
南
寄
り
の
大
洋
路
を
経
て
、直
接
南
九
州
へ
至
る
場
合
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
3
）　

来
歴
・
出
所
不
明
。
平
成
一
五
年
（
二
○
○
三
）
に
東
京
の
古
書
店
の
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
さ

れ
た
も
の
を
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
が
購
入
。
約
七
○
枚
の
ほ
と
ん
ど
が
近
世
土
佐
の

浦
方
・
村
方
を
描
い
た
新
資
料
で
あ
り
、
文
化
年
間
以
前
の
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
〔
高
知

県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
二
〇
〇
五
〕。

（
4
）　

こ
こ
で
、
一
四
七
一
年
（
日
本
で
は
文
明
三
年
）
に
朝
鮮
で
成
立
し
た
申
叔
舟
著
『
海
東
諸

国
紀
』
所
収
の
「
日
本
国
西
海
道
九
州
之
図
」
に
描
か
れ
る
航
路
に
つ
い
て
注
目
し
て
お
く
。

九
州
東
岸
の
航
路
に
注
目
す
る
と
、
奄
美
大
島
か
ら
北
上
し
て
き
た
航
路
が
大
隅
半
島
付
近

で
二
つ
に
分
岐
し
、
一
つ
は
そ
の
ま
ま
九
州
東
岸
を
北
上
し
て
赤
間
関
に
向
か
い
、
も
う
一

つ
は
兵
庫
浦
に
向
か
う
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
南
九
州
か
ら
兵
庫
浦
へ
向
か
う
航
路
は
、「
日

本
国
西
海
道
九
州
之
図
」
に
続
く
「
日
本
本
国
之
図
」（
西
日
本
部
分
）
に
お
い
て
、
豊
後
水

道
を
北
上
す
る
九
州
東
岸
航
路
が
一
つ
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ

が
南
九
州
か
ら
土
佐
国
を
経
由
し
て
畿
内
へ
と
至
る
南
海
路
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
『
海
東
諸
国
紀
』
の
地
図
よ
り
古
い
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
が
、
沖
縄
県
立
博

物
館
蔵
「
琉
球
国
図
」
で
あ
る
〔
上
里
隆
史
ほ
か
二
〇
〇
五
〕。
し
か
し
、「
琉
球
国
図
」
に
は
、

九
州
東
岸
を
北
上
し
、
お
そ
ら
く
赤
間
関
へ
と
向
か
う
航
路
は
描
か
れ
る
も
の
の
、
大
隅
半
島

付
近
で
分
岐
し
て
兵
庫
浦
へ
向
か
う
航
路
は
描
か
れ
て
い
な
い
。『
海
東
諸
国
紀
』
は
、
例
え

ば
博
多
の
支
配
者
に
つ
い
て
、
本
来
の
支
配
者
で
あ
る
大
内
氏
と
大
友
氏
で
は
な
く
、
少
弐

氏
と
大
友
氏
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
有
り
様
は
、応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
大
内
政
弘
が
応
仁
・

文
明
の
乱
で
上
洛
し
た
間
隙
を
突
き
、
少
弐
氏
が
大
内
氏
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
と
い
う
時
期
に

限
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
海
東
諸
国
紀
』
の
記
載
に
は
、
刊
行
直
前
の
最
新
の
日
本
情

報
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
（
た
だ
し
、「
畠
山
殿
副
官
人
良
心
曹
饋
餉
日
呈

書
契
」（
一
四
七
三
年
追
加
）、「
琉
球
国
」
記
事
（
一
五
〇
一
年
追
加
）
は
異
な
る
）〔
田
中

健
夫
一
九
九
一
〕、「
琉
球
国
図
」
の
段
階
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
九
州
東
岸
か
ら
兵
庫
浦
に

註 〔
附
記
〕

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
甲
浦
、
室
戸
、
浦
戸
、
井
尻
、
須
崎
、
下
田
な
ど

高
知
県
内
の
港
町
の
踏
査
に
お
い
て
、
石
畑
匡
基
氏
と
目
良
裕
昭
氏
の
ご
高
配
を

賜
っ
た
。
ま
た
、
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
「
土
佐
国
浦
々
之
図
」
の
原
本

を
閲
覧
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
る
。
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向
か
う
航
路
が
、『
海
東
諸
国
紀
』
で
描
か
れ
た
の
も
最
新
の
日
本
情
報
に
基
づ
い
た
も
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、応
仁
度
遣
明
船
の
細
川
船
が
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）

に
南
九
州
か
ら
南
海
路
経
由
で
堺
へ
寄
港
し
た
と
い
う
情
報
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
は
な
か

ろ
う
か
。
記
さ
れ
る
航
路
の
行
き
先
が
堺
で
は
な
く
兵
庫
浦
と
な
っ
て
い
る
点
は
気
に
な
る

も
の
の
、
本
稿
で
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

（
5
）　

嵯
峨
勝
曼
院
は
豊
後
の
大
友
氏
と
の
関
係
が
あ
る
た
め
〔
川
口
成
人
二
〇
一
八
〕、
勝
曼
院

船
に
も
大
友
氏
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
、
応
仁
・
文
明

の
乱
に
お
い
て
、
大
友
氏
は
足
利
義
政
と
同
じ
東
軍
陣
営
で
あ
っ
た
。

（
6
）　

伊
川
健
二
は
、
松
浦
一
庵
の
息
子
が
文
明
一
五
年
度
遣
明
船
居
座
の
取
龍
と
会
っ
て
い

る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
息
子
が
同
船
に
も
乗
船
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
が
〔
伊
川
健

二
二
〇
〇
七
、九
六
頁
〕、
取
龍
は
文
明
八
年
度
船
に
も
乗
船
し
て
い
る
た
め
〔
伊
藤
幸
司

二
〇
〇
二
ａ
〕、
息
子
と
取
龍
と
の
邂
逅
は
、
文
明
八
年
度
船
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
息
子
は
、
文
明
一
八
年
（
一
四
八
六
）
五
月
の
時
点
で
二
二
才
と
さ
れ
て
お
り

（『
蔭
凉
軒
日
録
』
同
日
条
）、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
松
浦
弘
定
の

年
齢
と
ほ
ぼ
あ
う
。
肥
前
守
を
名
乗
る
弘
定
は
、
文
明
一
一
年
（
一
四
七
九
）
に
家
督
を
嗣

い
だ
と
さ
れ
て
い
る
た
め
（『
松
浦
家
世
伝
』『
松
浦
家
譜
』）、
文
明
一
五
年
度
遣
明
船
に
乗

船
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
7
）　

こ
の
時
、
性
春
は
、
応
仁
度
遣
明
船
に
つ
い
て
も
、「
国
都
よ
り
兵
庫
で
舩
に
乗
り
赤
間
関

に
至
る
。
水
路
に
循し
た
が

い
覇（

博
多
）

家
台
に
到
り
、
舩
を
発
し
て
五
島
を
経
、
中
国
閩（

福
州
）府

に
到
る
。
海

子
由
り
三
朔
を
経
、
通
州
に
達
し
、
皇
城
に
抵い
た

る
」（『
成
宗
実
録
』
六
年
八
月
庚
寅
条
）
と

説
明
し
て
い
る
〔
榎
本
渉
二
〇
一
五
〕。
お
そ
ら
く
、
公
方
船
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
寧
波

で
は
な
く
福
州
と
い
う
地
名
が
出
て
く
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
、
遣
明
船
は

往
路
で
南
方
に
流
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
一
三
〕、
応
仁
度
船
が
福
州

に
漂
流
し
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
推
断
す
る
。
福
州
に
着
岸
し
た
遣
明
船
は
、
そ

の
後
、
寧
波
に
回
送
さ
れ
、
遣
明
使
は
大
運
河
で
北
京
に
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
性
春
が
、

文
明
八
年
度
船
に
つ
い
て
も
五
島
か
ら
福
州
に
向
か
う
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
自
分
が
関
わ
っ

た
応
仁
度
船
の
経
験
に
基
づ
い
て
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
文
明
八
年
度
船
が
五
島

か
ら
福
州
を
目
指
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。

（
8
）　

橋
本
雄
は
、
二
号
船
の
細
川
船
が
、
博
多
（
息
浜
カ
）
で
大
友
義
長
麾
下
の
「
中な
か

乗の
り

」（
い

わ
ゆ
る
上
乗
）
に
よ
っ
て
警
固
さ
れ
始
め
た
と
す
る
〔
橋
本
雄
二
〇
〇
五
ｂ
、
二
六
一
頁
〕。

た
だ
し
、
帰
路
の
遣
明
船
は
、
博
多
湾
に
入
ら
ず
に
北
部
九
州
を
東
進
し
、
赤
間
関
に
直
行

す
る
こ
と
が
多
い
た
め
（
宝
徳
度
、
応
仁
度
、
天
文
八
年
度
の
各
遣
明
船
）、
永
正
度
遣
明
船

の
帰
路
も
都
市
博
多
に
寄
港
す
る
こ
と
な
く
赤
間
関
方
面
へ
直
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
大
友
氏
は
、
筑
前
国
に
お
い
て
博
多
息
浜
以
外
に
も
博
多
湾
西
岸
の
志
摩
郡
を
領
有
し

て
い
る
た
め
〔
伊
藤
幸
司
二
〇
一
八
〕、
同
氏
が
細
川
船
を
警
固
し
始
め
た
の
も
博
多
湾
近

海
か
ら
だ
と
推
測
す
る
。

＊
五
○
音
順
、
副
題
略

青
木　

淳　

二
〇
〇
〇
「
東
洋
町
の
平
安
仏
」『
東
洋
町
の
文
化
財
―
仏
像
―
』
高
知
女
子
大
学
青

木
淳
研
究
室

秋
澤　

繁　

一
九
九
七
「
戦
国
・
豊
臣
期
の
南
海
路
と
土
佐
」『
岡
豊
風
日
』
二
三

秋
澤　

繁　

二
〇
〇
一
「『
日
本
一
鑑
』
か
ら
み
た
南
海
路
」『
企
画
展
図
録　

長
宗
我
部
元
親
・
盛

親
の
栄
光
と
挫
折
』
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

朝
倉
慶
景　

二
〇
〇
〇
「
土
佐
一
条
氏
と
大
内
氏
の
関
係
及
び
対
明
貿
易
に
関
す
る
一
考
察
」『
瀬

戸
内
海
地
域
史
研
究
』
八

伊
川
健
二　

二
〇
〇
七
「
中
世
後
期
に
お
け
る
外
国
使
節
と
遣
外
国
使
節
」『
大
航
海
時
代
の
東
ア

ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館

池
澤
俊
幸　

二
〇
〇
三
「
四
国
（
各
地
域
に
お
け
る
土
器
研
究
の
現
状
）」『
第
二
二
回
中
世
土
器
研

究
会　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

中
世
土
器
研
究
の
今
日
的
課
題
』
日
本
中
世
土
器
研
究
会

池
澤
俊
幸　

二
〇
一
〇
「
南
四
国
に
搬
入
さ
れ
た
中
世
土
器
・
陶
磁
器
と
海
運
」『
中
世
土
佐
の
世

界
と
一
条
氏
』
高
志
書
院

市
村
高
男　

二
〇
〇
一
「
武
家
政
権
の
盛
衰
と
土
佐
国
」「
戦
国
の
群
雄
と
土
佐
国
」『
高
知
県
の
歴

史
』
山
川
出
版
社

市
村
高
男　

二
〇
〇
三
「
東
ア
ジ
ア
の
中
の
土
佐
」『
前
近
代
の
環
シ
ナ
海
世
界
に
お
け
る
交
流
と

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
史
的
研
究
』
高
知
大
学
二
一
世
紀
地
域
振
興
学
術
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
研
究
成
果
報
告
書

市
村
高
男　

二
〇
〇
四
「
中
世
西
日
本
に
お
け
る
流
通
と
海
運
」『
中
世
西
日
本
の
流
通
と
海
運
』

高
志
書
院

市
村
高
男　

二
〇
一
〇
ａ
「
中
世
の
航
路
と
港
湾
」『
日
本
の
対
外
関
係
四　

倭
寇
と
「
日
本
国
王｣

』

吉
川
弘
文
館

市
村
高
男　

二
〇
一
〇
ｂ
「
海
運
・
流
通
か
ら
見
た
土
佐
一
条
氏
」『
中
世
土
佐
の
世
界
と
一
条
氏
』

高
志
書
院

伊
藤
幸
司　

二
〇
〇
二
ａ
「
室
町
幕
府
の
日
明
貿
易
と
禅
宗
勢
力
」『
中
世
日
本
の
外
交
と
禅
宗
』

吉
川
弘
文
館

伊
藤
幸
司　

二
〇
〇
二
ｂ
「
大
内
氏
の
日
明
貿
易
と
堺
」『
中
世
日
本
の
外
交
と
禅
宗
』
吉
川
弘
文
館

伊
藤
幸
司　

二
〇
〇
二
ｃ
「
中
世
後
期
外
交
使
節
の
旅
と
寺
」『
中
世
の
寺
院
体
制
と
社
会
』
吉
川

弘
文
館

伊
藤
幸
司　

二
〇
〇
三
「
大
内
氏
の
琉
球
通
交
」『
年
報
中
世
史
研
究
』
二
八

伊
藤
幸
司　

二
〇
〇
九
「
偽
大
内
殿
使
考
」『
日
本
歴
史
』
七
三
一

伊
藤
幸
司　

二
〇
一
二
「
大
内
教
弘
・
政
弘
と
東
ア
ジ
ア
」『
九
州
史
学
』
一
六
一

参
考
文
献
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伊
藤
幸
司　

二
〇
一
三
「
入
明
記
か
ら
み
た
東
ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
」『
寧
波
と
博
多
』
汲
古
書
院

伊
藤
幸
司　

二
〇
一
八
「
港
町
複
合
体
と
し
て
の
中
世
博
多
湾
と
箱
崎
」『
九
州
史
学
』
一
八
〇

伊
藤
幸
司　

二
〇
二
〇
「
肥
後
相
良
氏
と
東
ア
ジ
ア
」『
中
世
相
良
氏
の
展
開
と
地
域
社
会
』
戎
光

祥
出
版

伊
藤
幸
司　

二
〇
二
一
「
中
世
博
多
の
海
商
と
海
の
道
」『
中
世
の
博
多
と
ア
ジ
ア
』
勉
誠
出
版

上
里
隆
史
ほ
か　

二
〇
〇
五
「
沖
縄
県
立
博
物
館
所
蔵
『
琉
球
国
図
』」『
古
文
書
研
究
』
六
〇

榎
本　

渉　

二
〇
〇
七
「
元
末
内
乱
期
の
日
元
交
通
」『
東
ア
ジ
ア
海
域
と
日
中
交
流
』
吉
川
弘
文
館

榎
本　

渉　

二
〇
一
五
「
寧
波
と
舟
山
群
島
」『
日
明
関
係
史
研
究
入
門
』
勉
誠
出
版

岡
本　

真　

二
〇
一
五
ａ
「｢

堺
渡
唐
船｣

と
戦
国
期
の
遣
明
船
派
遣
」『
史
学
雑
誌
』
一
二
四

－

四

岡
本　

真　

二
〇
一
五
ｂ
「
天
文
年
間
の
種
子
島
を
経
由
し
た
遣
明
船
」『
日
本
史
研
究
』
六
三
八

大
畑
博
嗣　

二
〇
〇
七
「
遺
明
船
を
め
ぐ
る
本
願
寺
・
土
佐
一
条
氏
・
堺
の
関
係
」『
歴
史
の
広
場
』
九

栢
原
昌
三　

一
九
一
五
「
日
明
勘
合
貿
易
に
於
け
る
細
川
大
内
二
氏
の
抗
争
（
第
四
回
）」『
史
学
雑

誌
』
二
六

－

二

川
添
昭
二　

一
九
七
八
「
九
州
探
題
の
衰
滅
過
程
」『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
三

川
添
昭
二　

一
九
九
〇｢

南
北
朝
期
博
多
文
化
の
展
開
と
対
外
関
係｣

『〈
平
成
元
年
度
科
学
研
究
費

補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
（
総
合
研
究
（
Ａ
））〉
地
域
に
お
け
る
国
際
化
の
歴
史
的
展

開
に
関
す
る
総
合
研
究

－

九
州
地
域
に
お
け
る

－

』
九
州
大
学
文
学
部

川
口
成
人　

二
〇
一
八
「
三
宝
院
満
済
と
嵯
峨
勝
曼
院
」『
日
本
史
の
ま
め
ま
め
し
い
知
識
』
三
、

岩
田
書
院

甲
浦
未
来
会　

一
九
九
六
『
ふ
る
さ
と
か
ん
の
う
ら
』
田
島
典
子

神
戸
輝
夫　

一
九
八
〇
「
十
六
世
紀
豊
後
水
道
交
通
の
一
端
」『
豊
後
水
道
域
』
大
分
大
学
教
育
学
部

楠
瀬
慶
太　

二
〇
一
九
「
中
世
・
吸
江
庵
領
の
歴
史
的
景
観
」『
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
研
究

紀
要
』
二
四

黒
嶋　

敏　

二
〇
一
二
「
琉
球
王
国
と
中
世
日
本
」『
中
世
の
権
力
と
列
島
』
高
志
書
院

高
知
県
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
編
）　

二
〇
〇
五
『
新
収
蔵
古
絵
図
展
描
か
れ
た
土
佐
の
浦
々
』
高

知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

高
知
県
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
編
）　

二
〇
一
九
『
開
創
七
〇
〇
年
記
念
吸
江
寺
』
高
知
県
立
歴
史

民
俗
資
料
館

小
葉
田
淳　

一
九
四
一
『
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
刀
江
書
院

近
藤
孝
敏　

一
九
九
五
「
鎌
倉
時
代
と
戦
乱
の
時
代
の
岬
町
」『
岬
町
の
歴
史
』
大
阪
府
岬
町

堺
市
役
所
（
編
）　

一
九
二
九
『
堺
市
史
』
第
一
巻
本
編
第
一
、
堺
市
役
所

堺
市
役
所
（
編
）　

一
九
三
〇
『
堺
市
史
』
第
二
巻
本
編
第
二
、
堺
市
役
所

柴
田
圭
子　

二
〇
一
七
「
消
費
地
遺
跡
か
ら
み
た
元
末
明
初
貿
易
陶
喪
の
受
容
と
流
通
」『
貿
易
陶

磁
研
究
』
三
七

柴
田
圭
子　

二
〇
一
六
「
愛
媛
県
南
予
地
域
に
お
け
る
陶
壷
の
流
通
」『
中
近
世
陶
磁
器
の
考
古
学
』

第
二
巻
、
雄
山
閣

下
村　

效　

一
九
八
二
ａ
「
天
正
期
の
地
方
小
都
市
洲
崎
」『
戦
国
･
織
豊
期
の
社
会
と
文
化
』
吉

川
弘
文
館

下
村　

效　

一
九
八
二
ｂ
「
戦
国
期
土
佐
国
津
野
荘
民
の
伊
勢
参
宮
と
荘
頭
の
港
町
洲
崎
再
考
」『
戦

国
･
織
豊
期
の
社
会
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館

下
村　

效　

一
九
八
二
ｃ「
戦
国
・
織
豊
期
、土
佐
国
の
伊
勢
参
宮
」『
戦
国
･
織
豊
期
の
社
会
と
文
化
』

吉
川
弘
文
館

下
村　

效　

一
九
八
二
ｄ
「
戦
国
期
南
海
路
交
易
の
発
展
」『
戦
国
･
織
豊
期
の
社
会
と
文
化
』
吉

川
弘
文
館

下
村　

效　
一
九
八
二
ｅ
「
泉
州
堺
と
土
佐
」『
高
知
の
研
究
』
第
二
巻
、
古
代
･
中
世
篇
、
清
文
堂

田
中
健
夫　

一
九
六
一
『
倭
寇
と
勘
合
貿
易
』
至
文
堂

田
中
健
夫
（
訳
注
）　

一
九
九
一
『
海
東
諸
国
紀
』
岩
波
書
店

玉
村
竹
二　

一
九
八
三
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
講
談
社

中
世
都
市
研
究
会
（
編
）　

二
〇
一
九
『
港
津
と
権
力
』
山
川
出
版
社

土
松　

泰　

一
九
四
二
「
一
条
氏
の
対
明
貿
易
否
定
」『
土
佐
史
談
』
七
八

津
野
倫
明　

二
〇
一
二
「
南
海
路
と
長
宗
我
部
氏
」『
長
宗
我
部
氏
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

那
波
利
貞　

一
九
三
七
「
日
本
一
鑑
と
土
佐
」『
土
佐
史
談
』
六
一

野
村
晋
域　
一
九
三
七
「
戦
国
時
代
に
於
け
る
荘
園
よ
り
都
市
へ
の
発
展
」『
社
会
経
済
史
学
』
四

－一
一

橘
本　

雄　

一
九
九
八
「
撰
銭
令
と
列
島
内
外
の
銭
貨
流
通
」『
出
土
銭
貨
』
九

橘
本　

雄　

二
〇
〇
五
ａ
「｢

二
人
の
将
軍
」
と
外
交
権
の
分
裂
」『
中
世
日
本
の
国
際
関
係
』
吉
川

弘
文
館

橘
本　

雄　

二
〇
〇
五
ｂ
「
永
正
度
の
遣
明
船
と
大
友
氏
」『
中
世
日
本
の
国
際
関
係
』
吉
川
弘
文
館

橘
本　

雄　

二
〇
〇
七
「
中
世
の
国
際
交
易
と
博
多
」『
前
近
代
の
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
』
山
川

出
版
社

橋
本　

雄　

二
〇
一
一
「
日
本
と
中
国
の
〈
境
界
〉」『
古
代
中
世
の
境
界
意
識
と
文
化
交
流
』
勉
誠
出
版

羽
田　

正
（
編
）　

二
〇
一
三
『
海
か
ら
見
た
歴
史
』
東
京
大
学
出
版
会

福
島
金
治　

一
九
九
八
「
室
町
期
の
日
向
国
の
社
会
と
文
化
」『
宮
崎
県
史
』
通
史
編
中
世
、
宮
崎
県

藤
田
明
良　

二
〇
〇
八
「
中
世
後
期
の
坊
津
と
東
ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
」『
境
界
か
ら
み
た
内
と
外
』

岩
田
書
院

宮
脇
さ
ゆ
り　

一
九
九
三
「
中
世
種
子
島
の
法
華
改
宗
に
つ
い
て
」『
隼
人
文
化
』
二
六

村
井
章
介
ほ
か
（
編
）　

二
〇
一
五
『
日
明
関
係
史
研
究
入
門
』
勉
誠
出
版

目
良
裕
昭　

二
〇
一
〇
「
戦
国
末
～
豊
臣
期
土
佐
国
に
お
け
る
城
下
町
の
形
成
と
展
開
」『
中
世
土

佐
の
世
界
と
一
条
氏
』
高
志
書
院

目
良
裕
昭　

二
〇
一
七
「
室
戸
岬
の
中
世
港
町
と
土
佐
沖
航
路
」『
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
研

究
紀
要
』
二
二

山
口
隼
正　

二
〇
〇
六
「『
日
本
帝
皇
年
代
記
』
に
つ
い
て
」『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』

六
六



72

国立歴史民俗博物館研究報告
第 223集　2021年 3月

山
本
賢
司　

一
九
九
八｢

一
六
世
紀
に
お
け
る
紀
伊
水
道
沿
岸
の
湊
・
浦
と
海
上
交
通
」『
和
歌
山

地
理
』
一
八

山
本
賢
司　

二
〇
〇
二
「
戦
国
末
期
紀
の
湊
周
辺
～
南
九
州
の
交
易
・
交
流
と
海
上
交
通
」『
和
歌

山
地
理
』
二
二

山
本　

大　

一
九
七
八
「
勘
合
貿
易
と
南
海
路
」『
内
海
地
域
社
会
の
史
的
研
究
』
マ
ツ
ノ
書
店

（ 
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
〇
年
一
月
二
七
日
受
付
、
二
〇
二
〇
年
四
月
九
日
審
査
終
了
）



73

Ships Carrying Japanese Missions to Ming China and the South Sea 
Route

ITO Koji

This paper examines the South Sea Route (Nankairo), one of the routes used for exchange between 

Ming China and Japan. Ships traveling between Ming China and Japan sailed either the Ocean Route or 

the South Island Route crossing the East China Sea and then traveled either the Chugoku Sea Route 

or the South Sea Route through the territorial waters of Japan. Those choosing the South Sea Route 

traveled north from southern Kyushu along the east coast of Kyushu, went through the Bungo Channel to 

Shikoku, and ran along the coast of Tosa Province and the Kii Channel to Sakai in the Kinai Region. This 

Route was called “Yihai Youdao” in Riben Yijian （A Mirror of Japan） by Zheng Shungong, who visited 

Japan in the mid-16th century.

The South Sea Route became widely known after it was used by the Onin Mission to Ming China 

in the late 15th century though historical records indicate that it had been used before the Ming period. 

Compared to the Chugoku Sea Route through the Seto Inland Sea, the South Sea Route was longer 

and slower and went through harsh conditions while going around Cape Muroto and Cape Ashizuri and 

crossing the Gulf of Tosa on the Pacific Ocean. Therefore, the South Sea Route was only used under 

certain circumstances, such as when the coastal areas flanking the Chugoku Sea Route became unstable 

or when there were political reasons for doing so. This paper reviews the fragmentary discoveries 

made in previous studies on the South Sea Route and then examines individual ships carrying Japanese 

missions through the South Sea Route to Ming China with focus on their relationships with port towns 

along the route. The Japanese missions to Ming China examined in this paper include the Onin Mission, 

the Bunmei 8 Mission, the Bunmei 15 Mission, the Meio Mission, the Eisho Mission, the Daiei Mission, 

and the Tenbun 13 Mission.

Key words: South Sea Route, ships carrying Japanese missions to Ming China, Sakai, Hosokawa clan, 

Gyukoan




